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１ 目　的

２ 用語の定義

市長の高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関す
る情報への注意喚起となる水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがあ
る水位をいう。市長の避難指示等の発令判断の目安となる水位。水位
周知河川においては、洪水特別警戒水位に相当する。
（法第13条第1項及び第2項）

避 難 判 断 水 位

氾 濫 危 険 水 位

（洪水特別警戒水位）

指定水防管理団体

水 防 管 理 者

本 部 長

警 戒 本 部 長

（ 警 戒 水 位 ）

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で、洪水
により国民経済上重大又は相当な損害を生じるおそれがあるものとし
て指定した河川。国土交通省又は都道府県の機関は、水位周知河川に
ついて、当該河川の水位があらかじめ定めた水位に達したとき、水位
又は流量を示して通知および周知を行う。
（法第13条）

水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警
戒水位）への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、
避難判断水位への到達情報をいう。

国土交通大臣又は都道府県知事が、指定河川及び指定海岸について、
洪水、津波又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を
行う必要がある旨を警告して行う発表。
（法第2条第8項、法第16条）

水防管理団体が出動し警戒にあたる目安となる水位
（法第12条第２項）

水防管理団体が水防体制に入る水位
（法第12条第１項）

水 防 警 報

待 機 水 位

（ 通 報 水 位 ）

氾 濫 注 意 水 位

水 位 到 達 情 報

水 位 周 知 河 川

市長（法第2条第3項）

市長

副市長

消防長

新居浜市内における水防を総括するために設置される機関をいう。

水防事務と水防処理をするため市長が命じた災害警戒本部員及び班員
水防隊員をいう。
（別表第１）

新居浜建設業協同組合水防編成隊をいう。

警 戒 副 本 部 長

水 防 組 織

水 防 機 関

水 防 協 力 隊

第 １ 章　　総　　則

　この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」という。）第４条の規定により
愛媛県知事から指定された指定水防管理団体たる新居浜市が、同法第３３条第１項の規定により
新居浜市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、新居浜市
の地域にかかる河川、湖沼又は海岸の洪水、内水（法第２条第１項に定める雨水出水のこと。以
下同じ。）、津波又は高潮の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共
の安全を保持することを目的とする。

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定
したものをいう。（法第4条）
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(4)

３ 水防の責任と義務
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避難のための立退き指示（法第29条）

緊急時の水防管理者又は消防機関の長への指示（法第30条）

水防管理団体の負担する費用補助（法第44条）

水防に関する必要な報告（法第47条）

水防に関する勧告及び助言（法第48条）

大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の10）

水防警報の発表及び通知（法第16条第1項及び第3項）

水防信号の指定（法第20条）

指定水防管理団体の指定（法第4条）

水防計画の作成及び要旨の公表（法第7条第1項及び第7項）

水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の2、下水道法第23条の2）

水防協議会の設置（法第8条第1項）

洪水予報の通知（法第10条第3項）

水位の通報及び公表（法第12条）

水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第13条第2項及び第3項）

洪水予報又は水位情報の通知の関係市町長への通知（法第13条の4）

洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条）

　水防の責任及び義務は、次のとおり法に規定されている。

　県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように、指導と水防能力の確保に努める
責任を有する。
具体的には、主に次のような事務を行う。

　(1)　県の責任

重 要 水 防 箇 所

高潮特別警戒水位 高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位（法第13条の3）

洪水浸水想定区域 水位周知河川において、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は
浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定
し得る最大規模の降雨により、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定
されるとして国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域
（法第14条）

水位周知海岸において、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し水災に
よる被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮により当該海
岸が氾濫した場合に浸水が想定される区域として都道府県知事が指定
したもの。（法第14条の3）

洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所をいう。過去の実績及び
地形、施設の現状から想定して洪水又は風浪により決壊及び氾濫が想
定され水防活動によって相当の効果があると予想されるもので、次の
条件の一を満たしている場合には、当該地域の一連の範囲を含めて重
要水防箇所とする。

人家が100戸以上ある場合

耕地が20ha以上ある場合

人家が50戸以上かつ耕地が10ha以上ある場合

公共施設若しくは重要産業施設がある場合

高潮浸水想定区域
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４ 津波における留意事項

水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第13条第1項）

洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条）

大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の9）

洪水予報の発表及び通知（法第10条第2項）

水位の通報及び公表（法第12条）

洪水予報又は水位情報の通知の関係市町長への通知（法第13条の4）

　津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて“遠地津波”と“近地津波”に分類して考
えられる。遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来
する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、水
防活動及び水防隊員自身の避難に利用可能な時間は異なる。
　遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なこと
がある。しかし、近地津波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がかかる場合は、水防隊員自
身の避難以外の行動が取れないことが多い。

洪水予報の発表及び通知

（法第10条第2項、法第11条第1項並びに気象業務法第14条の2第2項及び第3項）

水防警報の発表及び通知（法第16条第1項、第2項）

特定緊急水防活動（法第32条）

気象予報及び警報の発表及び通知（法第10条第1項、気象業務法第14条の2第1項）

　(4)　気象庁の責任

　(5)　地元住民の義務

　水防管理者又は消防機関の長より出動を命ぜられた場合は直ちにこれに協力し、水防に従事し
なければならない。
（法第24条）

警察官の援助の要求（法第22条）

他の水防管理者又は市町長若しくは消防長への応援要請（法第23条）

堤防の決壊等の通報、決壊後の処置（法第25条、法第26条）

浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置（法第15条）

消防機関の出動準備又は出動（法第17条）

警戒区域の設定（法第21条）

水防計画の作成、都道府県知事への届け出（法第33条）

水防協議会の設置（法第34条）

水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の2）

公用負担（法第28条）

避難のための立退き指示（法第29条）

水防訓練の実施（法第32条の２）

　(3)　国土交通省の責任

　市はその区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。
具体的には、主に次のような事務を行う。

水防組織の確立（法第3条）

消防団の整備（法第5条）

　(2)　市の責任
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５ 安全配慮

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

６ 水防組織

(1) 水防警戒本部の設置

(2) 災害警戒本部の設置

(3) 災害対策本部の設置

(4) 災害警戒本部の組織と任務分担

イ 本部連絡員は、部長が指名し、関係する本部員の指示を受け、本部と各班との連絡に
あたる。

　洪水、内水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防隊員自身の安全確保に留意して水防活動
を実施するものとする。
　避難誘導や水防作業の際も、水防隊員自身の安全は確保しなければならない。

（例）水防隊員自身の安全確保のために配慮するべき事項

　警戒本部長は、本市に水防に関する警報が発表されたとき、水防警報が発表されたとき又
は市域に局地的災害が発生するおそれのあるときは、消防防災合同庁舎５階に災害警戒本部
を設置し、災害の発生するおそれがなくなったときまで、別表第１に掲げる組織で事務を処
理する。

　本部長は、市民の生命、身体に危害を及ぼす局地的な災害が発生した場合などに災害対策
基本法の規定により、災害対策本部を設置し、災害警戒本部はその組織に編入され、その事
務を処理する。

　災害警戒本部の組織と任務分担は別表第１、第２及び第３のとおりである。

ア 本部員は、各部局長、消防団長及び危機管理監をさし、警戒本部長の指示により災害
警戒本部の運営にあたる。

津波浸水想定区域内にある消防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可
能時間が確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先する。

出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を水防隊員に配布し、安全確保のための研修
を実施する。

　災害警戒本部を設置する前において、新居浜市を除く東予東部に水防に関する警報が発表
されたとき又は副市長が災害警備のために必要があると認めたときは、危機管理課において
消防防災合同庁舎５階に水防警戒本部を設置し、情報収集するとともに班員の自宅待機等の
措置を講ずる。
　なお、災害警戒本部の解散後も必要により水防警戒本部を設置し、引き続き水防業務を処
理する。

水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器
を携行する。

指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため隊員を随
時交代させる。

指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防隊員の安全を確保するため、必要に応じ
速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。

指揮者は、水防隊員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防隊員等へ周知し、共
有しなければならない。

指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前
に徹底する。

水防活動は原則として複数人で行う。

水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。

水防活動時にはライフジャケットを着用する。

水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。

従って、あくまでも水防隊員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しな
ければならない。
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１ 気象、警報及び水防警報に対する措置

１ 水防組織の出動

(1)

(1)

(1)

ア

イ

ウ

(1)

ア

イ

(1)

(2)

(3)

新居浜市を除く東予東部に水防に関
する警報が発令されたとき。

(2) その他災害警備のため副市長が必要
と認めたとき。

消防による
通常体制

消防長
水防に関する注意報が発表されたと
き。――

事前配備 水防警戒本部
危機管理を所
管する課によ
る警戒体制

警戒副本部長
（消防長）

特別警戒
体制

警戒本部長
（副市長）

(2) その他必要により市長が当該配備を
指令するとき。

第１配備 災害警戒本部

次の各号のいずれかに該当する場合

　本市に水防に関する警報が発表さ
れたとき。

本部長
（市長）

第３配備

　市域の広範囲にわたって大規模災
害が発生したとき。

特別
非常体制

　市域の広範囲にわたって災害が発
生する事態が切迫しているとき。

　その他必要により市長が当該配備
を指令するとき。

災害対策本部

　市民の生命、身体に危害を及ぼす
局地的災害が発生したとき。

　市域の広範囲にわたる災害が発生
するおそれのあるとき。

(2) その他必要により市長が当該配備を
指令するとき。

次の各号のいずれかに該当する場合

非常体制

第 ２ 章　　気 象 状 況 の 連 絡

体　　制 指揮監督組織区分配備区分 設 置 基 準

第 ３ 章　　水　　防　　指　　令

　　　※　水防に関する警報とは、大雨・洪水・高潮警報をいう。

　水防警報が発表されたとき。

　市域に局地的災害が発生するおそ
れのあるとき。

第２配備

　(1)　警戒本部長は、水防に関係のある気象、洪水等の予報を受けたとき、又は水防警報が発せられ
　　 たときは、各水防機関に速報するとともに市民に周知徹底を図らねばならない。

　(2)　異常気象通報があった場合の伝達要領は次による。

　　ア　通報を受けた気象通報は、消防職員又は危機管理課職員が受領し、これを直ちに消防長及び

　　　危機管理監に報告する。

　(1)　市長は、第２章第１項の気象通報を受けたとき又は、気象状況により必要と判断したときは
　 　水防指令を発令する。

　(2)　水防組織は、水防指令が発令されたときは、直ちに東予地方局建設部その他関係方面に連絡す
　　 るとともに電話、伝令、拡声器、信号等によって水防関係者を招集する。

　(3)　水防組織は、次に示す基準により水防機関にあらかじめ定められた計画に従って出動準備又は
　　 出動の指令を出し、水防活動を適切に行わせるものとする。
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１ 雨量、水位の観測

ア

イ

ア

イ

ウ

ア

イ

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

２ 巡視及び警戒

　警戒本部長は気象状況により相当の雨量があると認めたときは、警察署及び自治会長と緊
密な連絡をとり、必要に応じて各箇所の雨量の状況を把握する。

　警戒本部長は、進んで県水防本部及び東予地方局建設部と連絡をとり、常に的確な気象状
況の把握に努めるとともに、観測者より正確な資料を敏速に入手しなければならない。

　雨が降り始めてから80㎜に達したとき、その時刻及び降り始めた時刻

　その後は、毎時ごとの観測値

　雨が止んだときは、その時刻及び累積雨量

第 ４ 章　　雨 量 、 水 位 観 測 及 び 警 戒

東　川

〃

国領川 城下橋東詰 1.60ｍ 2.00ｍ

渦井川

　本市における量水標の観測は次のとおりとする。

河　川 観 測 場 所
待 機 水 位
（通報水位）

氾濫注意水位
（警戒水位）

位　置

郷

管　理　者

大 生 院 川口橋下流 0.80ｍ 1.00ｍ

久保田町 金栄橋下流 0.80ｍ 1.00ｍ

尻無川

落神川

新須賀町 田所小橋下流 ― ―

松 神 子 松神子橋下流 ― ―

　(1)　巡　　視

最高水位に達し、減水に向かうときは、その水位及び時刻

王子川 新田町 惣開橋下流 ― ―

新居浜市

　　　※　Ｐ７９　河川水位観測点により観測する。

 水位観測は、次の要領により警戒本部長へ通報しなければならない。

阿　　島 向川橋西詰 0.80ｍ 1.00ｍ

客谷川 船　木 客谷橋上流 ― ―

阿島川

一 宮 町 金子橋下流 0.80ｍ 1.00ｍ

　水防法第９条に基づく河川等の巡視者は、区域内に水防上危険であると認められる箇所がある
ときは、直ちに当該河川等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。

　(1)　雨量通報

　(2)　雨量観測報告

　(3)　水位報告

　雨量観測員（消防班員、通信指令班員）は、次の要領により警戒本部長へ通報しなければなら
ない。

　土木班長は警戒本部長の指示に基づき、土木班に水位の観測をさせることとする。ただし、水
防指令前を含め状況に応じて消防班員が行う。

待機水位（通報水位）に達したとき及び減水し、同水位に復したときの時刻

待機水位（通報水位）から氾濫注意水位（警戒水位）に達するまで毎時ごとの水位

氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき及び減水、同水位に復したときの時刻

氾濫注意水位（警戒水位）を超えたときは、同水位に復するまで30分ごとの水位
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ア

イ

ウ

エ

オ

カ

ア

イ

　表のり（法）の水当たりの強い場所の亀裂又は崩壊

　天端の亀裂又は沈下

　堤防の越水状況

　樋門の両そで又は底部よりの漏水及び扉の閉まり具合

　橋梁、その他の構造物と堤防との取付部分の異常

　水防法第21条の規定により、水防上緊急の必要がある場合においては、消防機関に属する
者は警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対してその区域への立ち入りを禁止し、若し
くは制限し、又はその区域内から退去を命ずることができる。

　警戒区域の表示は、通常ロープをもって行い、夜間は燈火を用い一般に認識せしめる外、
危険防止のため監視員を配置するものとする。

　(3)　警戒区域の設定

　(2)　非常警戒

川東地区

国領川(右岸)､沢津
海岸､多喜浜新田海
岸､北垣生海岸､落神
川､又野川､柳川､白
浜川､阿島川､大島海
岸､荷内海岸､三ツ杭
川､溜池外

両　岸
川東

消防班長
川東

消防班員
同　　上

同　　上

　警戒員は重要水防箇所の巡視及び警戒を厳にし、既往の被害箇所その他特に重要な箇所を中心とし
て堤防を巡回し、次の状態に注意し異常を発見した場合は、直ちに次の事項を警戒本部長に報告する
ものとする。警戒本部長は、土木班又は警戒員より報告を受けたときは、他の水防機関の長及び東予
地方局建設部その他に通報しなければならない。

　①位置　　②延長　　③災害の状況　　④所要水防資料　　⑤その他参考事項

　裏のり（法）の漏水又は飽水による亀裂又は崩壊

地 区 名 河 川 名 巡視区域 警戒責任者 班員・水防隊員

国領川（左岸）、東
川、尻無川、王子
川、海岸外

両　岸
北署

消防班長
北署

消防班員

消防長が必要と認め
たときは、警戒本部
長に報告の上､団員
の出動を求めること
ができる

川西地区

上部地区

国領川､市場川､客谷
川、種子川､尻無川､
東川､渦井川、溜池
外

両　岸
南署

消防班長
南署

消防班員
同　　上

　　　 警戒員の配置は次のとおりとし、水防隊員の出動は氾濫注意水位（警戒水位）以後とする。た
 　　だし、気象状況、河川及び海岸線の危険度等により、特に必要があるときは氾濫注意水位（警戒
　　 水位）に達しない場合でも水防隊員の出動を求めることができる。

別子山
地区

銅山川､七番谷川､小
足谷川､日浦谷川､大
野谷川､瀬場谷川､床
鍋谷川､保土野谷川､
肉渕谷川､芋野谷川

両　岸 別子山班長
別子山
班員
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ウ 　水防法第21条第2項の規定により、消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の
要求があったときは、警察官はこれらの者の職務を行うことができる。

　(4)　警察官の援助の要求

　　　 水防管理者は、水防のため必要と認めたときは、警察署長に対して警察官の出動を要請するも
　　 のとする。（第１２章第１項（２）参照）
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１ 排　水

G AL

〇
45-0604

多喜浜2-16-7

（P18:C-3）

5

惣開排水

  φ700m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ350m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=140.3㎥/min=8,418.0㎥/hr

運転員
操作

電動

〇

7

土場雨水

φ1,200m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ800m/m　1台　発電機
ΣQ=490㎥/min=29,400㎥/hr

運転員
操作

ｴﾝｼﾞﾝ
・

電動
〇 〇

9

φ1,000m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ500m/m　1台　発電機
ΣQ=280㎥/min=16,800㎥/hr

運転員
操作

電動
33-8518

西原町3-5-3

（P55:G-2）

電動 〇6

王子川排水

φ1,200m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=400㎥/min=24,000㎥/hr

多喜浜排水

  φ900m/m　1台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ700m/m　1台　発電機
ΣQ=158㎥/min=9,480㎥/hr

運転員
操作

電動 〇

長岩町4-27

（P18:A-4）

〇
33-8170

新田町1-4-28

（P55:D-4）

〇

運転員
操作

8

西原雨水

33-8170

新田町1-4-31

（P55:D-4）

運
　
転
　
管
　
理
　
委
　
託
　
箇
　
所

1

2
運転員
操作

電動 〇
港町16-25

（P34:D-2）

港町雨水

3

垣生雨水

φ1,200m/m　1台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
　φ700m/m　1台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=266.6㎥/min=15,966.0㎥/hr

運転員
操作

ｴﾝｼﾞﾝ 〇 〇
45-1170

垣生3-5-6

（P17:H-2）

住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
株式会社　大阪支店

西原町2-7-66
（中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場内）

TEL　47-5275
FAX　47-5276

（建替工事中のため仮設）
　φ250m/m　5台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
　φ350m/m　4台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
　φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=144㎥/min=8,640㎥/hr

惣開町3-25

（P45:J-5）

〇
46-1251

第 ５ 章　　排　　水

　排水ポンプ場の責任者は、水防指令の有無にかかわらず潮位と降雨の状況を判断して排水を行わなけれ
ばならない。

ポンプ場のポンプ能力、勤務者は次のとおりである。

ポンプ場名 勤務者・住所・連絡先 設置ポンプ及び排水 雨天 自動

4

松神子雨水

  φ800m/m　1台　発電機
φ1,000m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=390㎥/min=23,400㎥/hr

運転員
操作

ｴﾝｼﾞﾝ
・

電動
〇

ｴﾝｼﾞﾝ 〇
34-3410

菊本町2-15-1

（P7:F-3）

菊本雨水 ㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

四国ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

愛媛営業所

菊本町2-15-1

TEL　33-2506

　φ600m/m　1台　発電機
φ1,000m/m　3台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=479㎥/min=28,740㎥/hr

運転員
操作
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G AL

〇

18

黒島排水

  φ500m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=80㎥/min=4,800㎥/hr

電動 〇

中須賀排水

  φ200m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
  φ250m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=17㎥/min=1,020㎥/hr

電動 〇
35-0128（直通）

中須賀町1-6地先

（P47:D-4）

16

新白浜排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=40㎥/min=2,400㎥/hr

電動
多喜浜5-3-91

（P31:C-3）

  φ800m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=180㎥/min=10,800㎥/hr

電動
阿島1-12-23

（P19:H-5）

電動17

南白浜排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=31㎥/min=1,860㎥/hr

〇
46-6980（直通）

多喜浜4-6-15

（P31:B-3）

〇

19

東浜排水

黒島2-1-29

（P19:B-2）

運
　
転
　
管
　
理
　
委
　
託
　
箇
　
所

10

11

20

〇
垣生6-6-31

（P1:F-4）

15

白浜排水
  φ250m/m　1台　発電機
  φ600m/m　1台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=96.84㎥/min=5,810.40㎥/hr

運転員
操作

電動 〇

14

垣生北排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=40㎥/min=2,400㎥/hr

電動

〇
46-1281

多喜浜4-4-52

（P31:B-2）

34-8126

宇高町4-13-22

（P10:D-5）

〇13

沢津雨水

  φ800m/m　1台　発電機
φ1,000m/m　3台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=530㎥/min=31,800㎥/hr

運転員
操作

電動 〇

12

宇高第一雨水

φ1,000m/m　2台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=265㎥/min=15,900㎥/hr

運転員
操作

〇

37-5890

清水町12-13

（P13:E-2）

電動 〇 〇
45-0854

多喜浜3-4-67

（P18:H-5）

多喜浜新田排水

住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
株式会社　大阪支店

西原町2-7-66
（中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場内）

TEL　47-5275
FAX　47-5276

  φ500m/m　1台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
  φ800m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=120㎥/min=7,200㎥/hr

運転員
操作

電動 〇
35-1291（直通）

磯浦町7番地先

（P65:E-4）

磯浦排水

  φ150m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=45.5㎥/min=2,730.0㎥/hr

〇

ポンプ場名 勤務者・住所・連絡先 設置ポンプ及び排水 雨天 自動
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G AL

〇

29

中央雨水

  φ800m/m　1台　発電機
φ1,200m/m　3台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=585㎥/min=35,100㎥/hr

運転員
操作

ｴﾝｼﾞﾝ
・

電動
〇 〇

南小松原排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=30㎥/min=1,800㎥/hr

電動 〇
32-0070（緊通）

南小松原町9番地先

（P35:H-1）

27

大島排水

  φ300m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=13㎥/min=780㎥/hr

電動
大島192番地先

（P4:D-3）

  φ250m/m　3台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=21㎥/min=1,260㎥/hr

電動
46-0715（緊通）

落神町1-21地先

（P39:C-5）

電動28

久保田排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=30㎥/min=1,800㎥/hr

〇
32-5799（緊通）

一宮町2-5-20地先

（P67:G-3）

〇

30

落神排水

34-6429

西原町2-7-66

（P46:I-2）

運
　
転
　
管
　
理
　
委
　
託
　
箇
　
所

21

22

31

〇
46-4824（緊通）

阿島2-17-3地先

（P19:J-5）

26

宮西排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
  φ200m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=45.2㎥/min=2,712㎥/hr

電動

25

切抜排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=40㎥/min=2,400㎥/hr

電動

〇
34-0319（緊通）

宮西町5-81地先

（P56:G-5）

24

旧江の口排水

  φ500m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=40㎥/min=2,400㎥/hr

電動

23

新須賀排水

  φ300m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=13.8㎥/min=828㎥/hr

電動

45-1995（緊通）

松神子4-2-32

（P17:E-5）

ｴﾝｼﾞﾝ
・

電動
〇 〇

45-2884

垣生3-2-7

（P17:C-4）

江の口雨水

住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
株式会社　大阪支店

西原町2-7-66
（中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場内）

TEL　47-5275
FAX　47-5276

   φ800m/m　1台　発電機
 φ1,200m/m　5台　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ΣQ=1,080㎥/min=64,800㎥/hr

運転員
操作

電動 〇
33-0214（緊通）

磯浦町11-25番地先

（P72:H-4）

新磯浦排水

  φ200m/m　1台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=5.75㎥/min=345㎥/hr

〇
34-9000（緊通）

新須賀町4-15-34地先

（P35:D-1）

〇

ポンプ場名 勤務者・住所・連絡先 設置ポンプ及び排水 雨天 自動
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G AL

（緊通）：緊急通報用回線　　雨天：雨天運転員操作有　　自動：常時自動ポンプ運転有（エンジン、電動）

　　　Ｇ：○自家発電機有　　ＡＬ：○緊急時通報装置有　（P ： ）：住宅地図頁

〇
33-7707（緊通）

一宮町2-4-8

（P67:G-2）

37

一宮排水

  φ350m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=32.6㎥/min=1,956㎥/hr

電動

電動 〇
46-0322（緊通）

大島232番地先

（P4:D-4）

電動

〇
46-1712（緊通）

松神子1-5-14地先

（P39:C-1）

〇
40-4373（緊通）

東田2-1773-10地先

（P106:H-3）

電動 〇
41-7771（緊通）

船木4884-1地先

（P118:I-3）

36

大島第２排水

  φ300m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=19.2㎥/min=1,152㎥/hr

電動

34

東田排水

  φ200m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=10.0㎥/min=600㎥/hr

35

松神子第２排水

  φ300m/m　3台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=35.1㎥/min=2,106㎥/hr

電動

〇
32-3090（緊通）

運
　
転
　
管
　
理
　
委
　
託
　
箇
　
所

32

国領排水

住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
株式会社　大阪支店

西原町2-7-66
（中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場内）

TEL　47-5275
FAX　47-5276

  φ250m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=13.8㎥/min=828㎥/hr

33

磯浦西排水

  φ350m/m　2台　水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
ΣQ=30.0㎥/min=1,800㎥/hr磯浦町16-7

（P72:E-5）

ポンプ場名 勤務者・住所・連絡先 設置ポンプ及び排水 雨天 自動
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１ 水防作業

２ 水防標識及び信号

（白字）

（文字は緑）

第 ６ 章　　水　　防　　活　　動

　(1)　警戒本部長は、危険箇所の報告を受けたときは、直ちに建設部・経済部・上下水道部の
　　 該当各班を現場に急送するとともに、水防隊を出動させ、状況に応じ教育部及び市民環境
　　 部の該当各班を派遣するものとする。

　(3)　資材班員は、水防用土のう又は立木等の採取物を採取・搬送し、各班及び水防隊の水防
 　　活動を迅速ならしめるよう措置するものとする。

腕章 　　9cm

　(2)　現場到着した各班員は、現場到着後直ちに水防工法を定め、これに必要な資材をできる
　　 限り整備するものとする。

　(4)　現場の各班長等は、工作の開始、完成等についてはその都度警戒本部長に報告するもの
　　 とする。

　(5)　警戒本部長は、土砂災害の発生及び堤防が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生した場
 　　合、危険と考えられる地域の住民及び東予地方局建設部に速やかに通報するとともに、各
　　 班及び水防隊を派遣して現地本部を設置させ、できる限り被害の拡大を防止しなければな
　　 らない。

　(6)　警戒本部長は、橋梁が破損流失その他により通行不能となったときは、速やかに通行禁
　　 止をなすとともに、東予地方局建設部及び関係方面へ通達するものとする。

　(1)　水防活動を正確かつ迅速に実施するため、次の標識を定める。

水　　防

新 居 浜 市

45cm
　(2)　水防信号

　(2)　第１信号（警戒信号）

　(2)　　氾濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせるもの

　(2)　第２信号（出動信号）

　(2)　　水防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの

　(2)　第３信号（居住者出動信号）

　(2)　　必要と認める区域内に居住する者が出動しなければならないことを知らせるもの

〇―休止 〇―休止

5秒　6秒

　(2)　第４信号（出動信号）

　(2)　　必要と認める区域内の居住者に、避難のため立ち退かなければならないことを知らせ
       るもの

　(2)　　水防信号は次表の区分及び方法に従って発する。

〇 ― 休止 〇 ― 休止 〇 ― 休止

5秒 　15秒 5秒 　15秒 5秒 　15秒

　乱　打

　備考　１　信号は、適宜の時間継続すること。
　　　　２　必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げない。
　　　　３　危険が去ったときは広報により周知させるものとする。

〇 ― 休止 〇 ― 休止 〇 ― 休止
第４信号

約1分 5秒 約1分 5秒 約1分 5秒

第１信号

〇 ― 休止

5秒　6秒 5秒　6秒 5秒　6秒
　〇-〇-〇　〇-〇-〇　〇-〇-〇

　〇-〇-〇-〇　〇-〇-〇-〇
10秒 　5秒 10秒 　5秒 10秒 　5秒

第２信号

第３信号

　〇休止　〇休止　〇休止

警　鐘　信　号

〇 ― 休止 〇 ― 休止

〇―休止 〇―休止

サ　イ　レ　ン　信　号
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１ 水防用資材

保土野

第 ７ 章　水 防 資 材 及 び 輸 送

水防倉庫 西の土居 川東分署 大島詰所

別子山
計

弟地

水防用資材倉庫及び資機材等の明細は、次のとおりである。 令和７年４月１日現在

合板（ﾍﾞﾆﾔ）

鉄杭

ﾊﾞｲﾙ（白杭）

31 46

175

543

637

64 275 67 35 102

丸太（2m～3m）

丸太（3m）

19

69 92

川西 川東 上部

8,600 0 2,100

資
　
　
材

南署 大生院

60 20

247 190 102 98

36

306

ﾅｲﾛﾝﾃｰﾌﾟ（巻）

丸太（1m）

65 7

500土のう袋

5 97

14 10 12

300 5,200 1,500 18,200

65

1

45 110 10 10

15

870

ｽｺｯﾌﾟ

ﾂﾙﾊｼ

掛矢

手おの

54 5 15 531

150 350 200 2 108

16

60

50

防水ｼｰﾄ

11 5

作
　
業
　
用
　
材

156 150 82 19

9 20 7

22

ｼﾉ

ｸﾘｯﾊﾟｰ

ﾀｺ（胴突）

ﾍﾙﾒｯﾄ

ﾖｿﾛ

雨衣

ﾉｺ

ﾊﾝﾏｰ（小）

ﾊﾝﾏｰ（中）

ﾍﾟﾝﾁ

かま

とぐわ

25 29 12

68

25 8 14 7 20 74

5 12 83

30 30 12 3 16 3 5 99

28 10 2 12 52

22 2 6 10 40

3 46

51 15 20 4 12 5 10

4 3 12 2

117

8 25 14 7 13 5 10 82

49

19 20 4 11

24 10 15

54

8 2 4 14

39 38 77

65

75

218 15 33

32 11 10 3 19

266

10 3 2 6

懐中電灯 55 1 9

1

器
　
材 3

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ 1

21

発電機 3

一輪車

場 所

種 別

場 所

種 別
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２ 輸送及び資材補充

水 防 用 土 の う 配 置 状 況

　なお、水防資材は、腐朽しないよう保管するとともに台帳を備付け、受払状況を明確にしておかな
ければならない。

水防要員及び水防資機材の輸送は、公用車、借上げ自動車及び消防自動車をもってあてるものと
する。なお、常時より輸送業者又は建設業者と協議し、発令時に資材運搬が迅速に行えるよう手
配しておくものとする。

300

計
（袋）

土のう
（袋）

土砂（㎥）
（土のう換算、袋）

令和７年４月１日現在

金子東分団詰所
400 400

（八 雲 町）

1,500
（新須賀町） (1,500)

新居浜東分団詰所 10
500

（徳 常 町） (500)

30市営球場南側広場

消防本部
（一 宮 町）

200
2

金子中分団詰所
300

(100)

300
（江 口 町）

金子南分団詰所 3
150

（久保田町） (150)

川東分署
200

4
400

（松 神 子） (200)

金子西分団詰所
40 40

（新 田 町）

高津分団詰所
100

8
500

（宇 高 町） (400)

ケアプラザ新居浜北側 6
300

（阿　　島） (300)

多喜浜分団詰所
50

6
350

（東　　浜） (300)

垣生分団詰所
50

6
350

（垣　　生） (300)

南消防署
210 210

（喜光地町）

大島分団詰所
200

2
300

（大　　島） (100)

泉川分団詰所
500

7
850

（松 原 町） (350)

船木池田池南側 25
1,250

（船　　木） (1,250)

船木分団詰所
100

4
300

（池　　田） (200)

中萩分団詰所
200

4
400

（中　　村） (200)

角野分団詰所
200 200

（中 筋 町）

大生院分団詰所
600

8
1,000

（岸　　影） (400)

別子山分団詰所 8
400

（別 子 山） (400)

大生院資機材倉庫
860

6
1,160

（下 本 郷） (300)

5,710
139

12,660
(6,900)

合　　計

（備考）土のう換算：１袋＝0.02㎥ 

新居浜建設業協同組合
1,500 1,500

（北 新 町）
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１ 費用負担及び公用負担

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

㊞新居浜市長

　(2)　公用負担
　　　 水防のため公用負担の必要が生じる場所であらかじめ予想されるものについては、できる限り
     事前に所有者の承認を得るよう措置しなければならない。

必要な土地の一時使用

土石、竹木その他の資材の使用

土地又は土石、竹木その他の資材の収用

車両その他の運搬具又は器具の使用

排水用機器の使用

工作物その他の障害物の処分

　　イ 公用負担権限委任証明書
　　　 水防法第28条の規定により、公用負担の権限を行使する者は、次の証明書を携行し、必要ある
　　 場合には、これを提示しなければならない。

第 ８ 章　　公　　用　　負　　担

　(1)　費用負担
　　　 本市の水防に要する費用は、水防法第41条の規定により本市が負担する。

　　ア 公用負担の権限
　　　 水防法第28条の規定により、水防のため緊急の必要のあるときは市長、消防長又は消防団長は
　　 次の権限を行使することができる。

第　　　号　　　　公 用 負 担 権 限 委 任 証 明 書

身　分

氏　名

上記の者に○○の区域における水防法第28条第１項の権限行使を委任したことを証明する。

　　年　　月　　日
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１．

２．

３．

４．

５．

㊞

身 分　（職 名）

氏 名

㊞

　　ウ 公用負担の証票
　　　 水防法第28条の規定により、公用負担の権限を行使するときは、次の証票を２通作成し、そ
　　 の１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に手渡さなければならない。

第　　　号　　　公　用　負　担　の　証

住　所

氏　名

（ 表　面 ） （ 裏　面 ）

6cm

　　オ 公用負担の権限行使により、損失を受けたものに対しては、時価により損失を補償するものと
     する。

　　年　　月　　日

　　エ 身分証票
　　　 水防法第49条の規定により、水防法第49条の規定により、必要な土地に立ち入る場合には次の
　　 身分証票を携帯し、関係者の請求があればこれを提示しなければならない。

　１．記名以外の者は、使用することができな
　　　い。
　
　２．本証の身分に変更があったときには、速
　　　やかに訂正を受けること。
　
　３．本証の身分を失ったときは、直ちに本証
　　　を返納すること。
　
　４．本証は、水防法第49条第２項による立ち
　　　入り証であり、他の目的に使用してはな
　　　らない。

第　　号

水 防 公 務 証

新居浜市長

　 　年 　月 　日

8cm

命令者氏名

負担者

物 件 名

数 量

物 件 名

期 間

摘 要

（使用、収容、処分等）
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１ 避難のための立ち退き

２ 重要水防箇所及び土砂災害（特別）警戒区域

　(3)　避難場所は、「避難場所及び連絡先」のとおりとする。

　(4)　地区連絡員の配置が必要な場合は、地域防災計画を準用する。

　(1)　市の重要水防箇所及び土砂災害（特別）警戒区域は、別表第４－１、４－２、４－３のとおり
　　 である。

　(2)　水防危険箇所の調査

　　　 水防危険箇所の調査及び点検を次に示す区分により実施し、災害時における巡視、避難等に備
　　 えるものとする。

第 ９ 章　　避難及び重要水防箇所等の設定

　(1)　洪水、雨水出水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められると
　　 きは、愛媛県知事、その命を受けた愛媛県の職員又は市長は、必要と認める区域の居住者、滞在
　　 者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。市長が指示する場
     合においては、所轄する警察署長及び東予地方局建設部長に通報しなければならない。
    （水防法第29条）

　(2)　避難情報発令時の広報は、新居浜市地域防災計画の定めるところによる。

　　ア 関係部課の単独調査

　　イ 関係部課の合同調査

　　ウ 市及び他の関係機関の合同調査

随 時

毎年１回

毎年１回
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

曽 我 亨

中 野 実

今 井 充 彦

國 久 保 浩 二

曽 我 部 大 地

34-7612

西の土居町

江口町

北新町

王子町

西の土居町

高木町

35-2940

32-4325

37-2021

37-2029

33-1031

37-2313

眞 木 裕 司

髙 橋 美 鈴

佐 薙 征 二

石 山 貢

小 野 健 治

近 藤 敬 彦

西 山 玲 子

大 野 美 幸

37-3401

34-1888

37-3061

32-8312

33-8940 岡 俊 守

33-3212

33-9135

37-2735

32-8430

濱 田 英 稔

石 井 正 人

青 野 征 一 郎

※管理人あり　不在時は
(公財)文化体育振興事業団

白 川 尚 弘

日 野 右 子

岡 野 弥 生

伊 藤 稔

36-0800

39-6789

明 日 博 美

1-3

7-1

8-1

高木町

宮西町

西　町

徳常町

新田町

新田町

王子町

1-3

1-5-1

6-25

2-60

114

1,154

114

1,246

30

1-1-25

3-1-58

3-2-17

5-56

5-81

248

557

114

1,207

1,501

3,361

1,159

1,109

1,109

1,364

2,035

237

1-6-20

4-8

惣　開

金　栄

東雲町 1-4-23

2-9-1

2-3-30

東雲町

沢津町

4-46

6-2

惣開公民館

金栄小学校

金栄公民館

ふれあいプラザ

慈光園（1階集会室）

高　津

新居浜

東雲町

新須賀町

新須賀町

宮西町

宮西町

1-8-56

1-8-37

惣開小学校

西中学校

新居浜工業高校

新居浜小学校

新居浜公民館

宮西小学校

北中学校

新居浜西高校

口屋跡記念公民館

東中学校

新居浜東高校

高津公民館

市民体育館

1,552 45-0180 久 保 善 嗣

宮　西

若　宮

文化振興会館

ワクリエ新居浜

若宮公民館

156

1,869

1,543

2,365

246

1,141

神　郷

46-1181

37-3754

37-1294

37-0149

32-3320

大　島

多喜浜

垣　生

浮　島

川東中学校

150 32-2134 竹 林 宏 憲

1,572 45-0082 小 野 英 雄

1,040 33-1020 宇 野 公 章

114 34-7617 小 西 優

867 46-0186 志 賀 忍

120 45-0024 高 尾 美 好

川東高齢者福祉ｾﾝﾀｰ

45-1001 矢 野 秀 綱

944 45-0142 加 藤 清 幸

136 45-0014

八　幡 2-2-65

128-1

多喜浜 5-7-34

多喜浜 5-7-27

垣　生 1-5-38

宇高町 2-13-7

235大島交流ｾﾝﾀｰ

垣生小学校

垣生公民館

浮島小学校

浮島公民館

八　幡 2-10-23

神　郷 1-1-1

神　郷 2-4-1

垣　生 2-12-26

神郷小学校

207

八　幡 2-6-52

神郷公民館

高津小学校

令和７年５月３０日現在

校　区
及び
地　区

管 理 者 氏 名避 難 所

大　島 589

避 難 場 所 及 び 連 絡 先

所 在 地
収容可能
人数

電話番号

大　島

45-1006 村 上 和 夫

川東高齢者福祉ｾﾝﾀｰ大島分館

多喜浜小学校

多喜浜公民館 岡 部 修 治

郷 3-7-20
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番号

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

別子山

64-2115

船　木

角　野

中　萩

大生院

別子山

築 山 税

大成集会所 別子山 甲181-2 27 ―

―

中部集会所 別子山 乙482-8 27 ―

伊 藤 良 夫

別子山公民館

東部集会所 別子山 甲304 27

藤 田 義 和

大生院公民館 大生院 1063-1 198 41-6604 神 野 剛

大生院中学校 大生院 1070-2 1,200 41-6927

甲347-1 71 64-2211 和 田 仲 吉

別子小・中学校 別子山 甲358 387

大生院小学校 大生院 1070-1 952 41-6627

43-5131 矢 野 雅 士

中萩公民館 萩　生 740-1 246 41-6735

中萩中学校 中萩町 13-31 1,562

亀 井 喜 一 郎

今 井 茂 宏

中萩小学校 中萩町 6-61 2,170 41-6225 畑 野 一 恵

山根総合体育館（2階武道場） 角野新田町 3-14-1 196 43-2905

一 色 和 男

上部高齢者福祉ｾﾝﾀｰ 中筋町 1-6-8 153 43-6338 竹 林 宏 憲

マイントピア別子 立川町 707-3 396 43-1801

角野公民館 中筋町 2-4-24 216 41-6224 本 田 龍 朗

新居浜南高校 篠場町 1-32 2,230 43-6191 後 藤 一 美

角野小学校 中筋町 2-7-10 1,656 43-7141 髙 須 賀 美 雪

角野中学校 宮原町 11-51 1,531 43-6108 古 見 総 一 郎

船木中学校 船　木 甲3754-1 1,307 41-6347 越 智 誠 司

船木公民館 船　木 2579-1 114 41-6003 浅 井 憲 子

41-6463 真 鍋 智 明

瀬戸会館 瀬戸町 7-30 155 41-5859 松 木 真 吾

船木小学校

泉川公民館 瀬戸町 12-34 244

船　木 4299-1 1,111 41-6260 明 星 孝 典

菅 道 正

新居浜商業高校 瀬戸町 2-16 2,491 43-6736 藤 原 博

泉川中学校 星原町 7-8 1,527 43-5800

泉　川

東 海 明 宏

地域交流ｾﾝﾀｰ 庄内町 1-14-7 236 34-6320 荒 井 健

2-4-47 1,542 37-0310 加 藤 啓 子

新居浜工業高等専門学校 八雲町 7-1 816 37-7700

井 上 美 樹

泉川小学校 岸の上町 1-13-68 1,736 43-4145 井 川 昭 二

金子小学校 久保田町 1-3-57 1,620 37-2221 直 野 伸 也

南中学校 庄内町

金　子

ウイメンズプラザ 庄内町 4-4-19 522 37-1700

校　区
及び
地　区

避 難 所 所 在 地
収容可能
人数

電話番号 管 理 者 氏 名
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 土砂災害の前兆現象

 が認められるとき

　

　

 土砂災害が発生した

 とき

気象情報の発表
大雨警報

（土砂災害）

　※災害時の状況を把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令されるものではない。

高齢者等避難
（警戒レベル３）

避難指示
（警戒レベル４）

緊急安全確保※
（警戒レベル５）

避難情報
の決定

当日の雨量が50mmを
超えたとき

当日の日雨量が50mmを超え、
時間雨量が30mm以上の強い雨
が予想されるとき

前日までの連続雨量が
100mm以上あった場合

前日までの連続雨量が
40～100mm未満の場合

当日の雨量が80mmを
超えたとき

当日の日雨量が80mmを超え、
時間雨量が30mm以上の強い雨
が予想されるとき

　別子山地区

緊急安全確保※
（警戒レベル５）

土砂災害警戒情報 ・ 記録的短時間大雨情報
顕著な大雨に関する気象情報・大雨特別警報

土砂災害警戒情報 ・ 記録的短時間大雨情報
顕著な大雨に関する気象情報・大雨特別警報

避 難 情 報 発 令 の 判 断 基 準

土砂災害に対する避難基準

　立川・別子山地区以外の山すそ地区

　立川地区

そ　の　他 　警戒本部長が必要と認めたとき

　水防に関する警報等が発表された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対
し、情報伝達を行う。

備　　考

本部会で
協議決定前日までの降雨がない

場合
当日の雨量が100mmを
超えたとき

当日の日雨量が100mmを超え、
時間雨量が30mm以上の強い雨
が予想されるとき

令和７年４月１日

土砂災害警戒情報 ・ 記録的短時間大雨情報
顕著な大雨に関する気象情報・大雨特別警報

備　　考
　水防に関する警報等が発表された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対
し、情報伝達を行う。

高齢者等避難
（警戒レベル３）

避難指示
（警戒レベル４）

避難情報
の決定

気象情報の発表

本部会で
協議決定

雨　量　等
連続雨量が200mmを
超えたとき

連続雨量が200mmを超え、
時間雨量が40mm以上の強い雨
が予想されるとき

 土砂災害の前兆現象
 が認められるとき
　
 土砂災害が発生した
 とき

そ　の　他 　警戒本部長が必要と認めたとき

大雨警報
（土砂災害）

備　　考
　水防に関する警報等が発表された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対
し、情報伝達を行う。

緊急安全確保※
（警戒レベル５）

避難情報
の決定

雨　量　等
連続雨量が300mmを
超えたとき

連続雨量が300mmを超え、
時間雨量が40mm以上の強い雨
が予想されるとき

本部会で
協議決定

気象情報の発表
大雨警報

（土砂災害）

高齢者等避難
（警戒レベル３）

 土砂災害の前兆現象
 が認められるとき
　
 土砂災害が発生した
 とき

避難指示
（警戒レベル４）

そ　の　他 　警戒本部長が必要と認めたとき
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１．２０ｍ １．４０ｍ

〃

避難情報の決定

本部会で
協議決定

２．００ｍ ２．２０ｍ

　避難判断水位を超え、河川氾
濫のおそれがある場合

　※災害時の状況を把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令されるものではない。

　警戒本部長が必要と認めたとき

〇河川水位の設定　　避難判断水位及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

堤防の漏水等が
発見された場合

　状況に応じて、高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保※を発令する。

　夜間～翌日早朝に避難が必要
になることが予想される場合

　夜間でも躊躇なく発令することが基本であるが、できる限り夕刻までに
高齢者等避難または避難指示を発令する。

〃 飯　積　橋 ２．４０ｍ ２．７０ｍ

阿　島　川

川口橋下流10ｍ １．６０ｍ １．８０ｍ

金　子　橋

避難情報の発令等について

大雨注意報発表
（警戒レベル２）

　当該注意報の中で、夜間から翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替え
る可能性が言及されている場合は、水防警戒本部(危機管理課等)からの情
報を基に、警戒本部長(副市長)及び危機管理監が協議し、状況に応じて災
害警戒本部の設置及び高齢者等避難を発令する。

大雨警報（土砂災害）発表
（警戒レベル３）

　警戒本部長(副市長)は警報発表時刻をもって、災害警戒本部設置と同時
に高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保※を状況に応じて発令する。

気象情報等発表

浸 水 に 対 す る 避 難 基 準

高齢者等避難
（警戒レベル３）

緊急安全確保※
（警戒レベル５）

　堤防決壊等で河川氾
濫が、切迫または発生
したとき

避 難 指 示
（警戒レベル４）

　氾濫危険水位(洪水特別警戒
水位)を超え、河川氾濫のおそ
れがある場合

　鹿森ダムホットラインにより
異常洪水時防災操作の開始予告
等の通知があった場合

　国領川の河川水位に関係なく、その状況に応じた避難情報を発令する。

河 川 名 観測位置 避難判断水位
氾濫危険水位

（洪水特別警戒水位）

国　領　川 城下橋東詰 ２．３０ｍ ２．６０ｍ

東　　　川 金　栄　橋 １．６０ｍ １．８０ｍ

渦　井　川

向川橋西詰

浸水に対する避難基準について、警戒本部長が必要と認めたときの具体例

　土砂災害に対する避難基準について、警戒本部長が必要と認めたときの具体例
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高 潮 に 対 す る 避 難 基 準

　※災害時の状況を把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令されるものではない。

高潮に対する避難基準について、警戒本部長が必要と認めたときの具体例

　警戒本部長が必要と認めたとき

高潮注意報

　当該注意報の中で、夜間から翌日早朝に高潮警報に切り替える可能性が
言及されている場合は、水防警戒本部(危機管理課等)からの情報を基に、
警戒本部長(副市長)及び危機管理監が協議し、状況に応じて災害警戒本部
の設置及び高齢者等避難を発令する。

　高潮注意報に加え、暴風警報
または暴風特別警報が発表され
たとき

　当該注意報の中で、高潮警報に切り替える可能性が言及されている場合
は、水防警戒本部(危機管理課等)からの情報を基に、警戒本部長(副市長)
及び危機管理監が協議し、状況に応じて災害警戒本部の設置及び高齢者等
避難を発令する。

避難情報の決定

本部会で
協議決定

避難指示（警戒レベル４） 緊急安全確保※（警戒レベル５）

　高潮警報または高潮特別警報が発表されたと
き

　護岸決壊等で高潮による人命危険が
予想されるとき、又は、高潮による被
害が発生したとき
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１ 通信連絡及び情報処理

別子山支所 〃 64-2011 別子山

　(5)　水害時における通信施設の故障等の不慮の事態に備え、連絡方法を定めておかなければならな
　　 い。

大島交流センター 〃 45-1006 大　島

消防本部 〃 34-0119 一宮町（通信指令課）

四国中央市消防署嶺南分遣所 伊予三島 0896-28-6899 四国中央市富郷町

別子山公民館 新居浜 64-2211 別子山

新居浜市災害警戒本部 〃 65-1349 一宮町

別子山駐在所 〃 64-2023 別子山

四国電力送配電㈱新居浜支社 〃 37-2183 繁本町

住友共同電力株式会社 〃 32-9862 磯浦町

鹿森ダム管理事務所 〃 41-6438 立川町

別子ダム管理事務所 〃 64-2021 別子山

089-941-6293 松山市北持田町

新居浜市役所 新居浜 33-5151 一宮町

松山地方気象台 松　山

新居浜市管工事業協同組合 〃 33-1642 八雲町

西日本電信電話㈱四国支店設備部 松　山 089-909-6033 松山市南江戸町

西条保健所 新居浜 56-1300 西条市喜多川

愛媛県漁業協同組合新居浜支所 〃 33-9391 清水町

県立新居浜病院 〃 43-6161 本　郷

〃 37-2717 坂井町

日本通運新居浜支店

えひめ未来農業協同組合 〃 37-1004 田所町

瀬戸内運輸㈱新居浜営業所 〃 46-6820 多喜浜

ＪＲ新居浜駅

33-2171

新居浜医師会 〃 33-4096 庄内町

住友別子病院 〃 37-7111 王子町

東予地方局 新居浜 56-1300 西条市喜多川

新居浜警察署 〃 35-0110 久保田町

愛媛労災病院 〃 33-6191 南小松原町

惣開町

〃 46-2000 多喜浜

新居浜海上保安署 〃 32-0118 西原町

住化ロジスティクス株式会社
愛媛事務所

〃

新居浜建設業協同組合 〃 37-2605 北新町

十全総合病院 〃 33-1818 北新町

第 10 章　　通信連絡及び情報処理

　(1)　災害警戒本部若しくは支所に対し、又は本部若しくは支所より行う通信連絡はすべて予防班又
　　 は情報処理班の手を経て行うものとし、別紙情報受付（処理）の用紙を用い、発受信者の氏名及
　　 び日時を記載し、警戒本部長に提出するものとする。

　(2)　河川等の巡視者、消防団員又は住民から水防情報を受信した場合は、別紙情報受付（処理）
     票にて受付処理する。

　(3)　市長は、有事の際に迅速確実に通信連絡ができるよう西日本電信電話㈱四国支店設備部及び警
　　 察署長とあらかじめ通信運用について協議しておくものとする。

　(4)　水防用通信連絡のため、必要な電話番号は次のとおりである。

摘　　要電 話 番 号

089-941-2112

局　名

松　山

名　　称

愛媛県庁 松山市一番町
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人 か所 ha

人 か所 ha

人 か所 ha

戸 か所 ha

戸 か所

戸 か所

戸

戸

袋 杭 本

処 理 状 況
（ 資 材 ）

受 信 者

死 者

行方不明者

負 傷 者

全 壊

道 路

橋りょう

河 川

崖くずれ

一部破損

床上浸水

床下浸水

溜 池

農 道

流出・埋没

冠 水

流出・埋没

冠 水

そ の 他

田

畑

付 近 目 標

家 半 壊

受付日・時間

住　所

氏　名
ＴＥＬ発　信　者

受 信 内 容

情 報 受 付 （ 処 理 ） 票

№　　　　　　　　　　

午前

午後
時 分年 月 日

被 害 状 況

土 の う

別　紙
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１ 水防協力隊及び関係住民の出動

１ 協力及び応援

第 11 章　　協力隊及び関係住民の出動

　　エ 水防管理団体の水防資機材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の水防資機材の貸
　　 与かつ河川管理施設の予防又は復旧に必要な資材の提供

　　オ 水防活動状況の写真等の記録及び広報
　　   なお、洪水、津波又は高潮により河川管理施設の被害が予想される場合は、水防管理団体と共
     に河川管理者がその被害を防止する措置を講じる。

　(2)　警察官の水防出動
　　   水防法第22条に基づき、水防管理者は水防のため必要があると認めるときは、次の内容を示し
　　 て、警察署長に対し警察官の出動を要請する。

　　ア 要請の目的編成（人員）

　　イ 集合の場所

　　ウ 任　務

　　エ 休養宿泊の場所

　　オ その他

　(1)　水防協力隊の出動
　　　 警戒本部長は災害の状況により、水防協力隊に出動を要請するものとし、そのため関係班長は
　　 常時打合せをしておくものとする。

　(2)　水防協力隊の編成
　　　 水防協力隊の編成は別表第５のとおりである。

　(3)　関係住民の出動
　　　 市域内に居住する住民は、関係ある地域の危険箇所については、警戒本部長の命令がなくとも
　　 自発的に隊組織をもって警戒並びに水防作業に従事し、できる限り自衛できるよう努めなければ
     ならない。

第 12 章　　協 力 及 び 応 援

　(1)　河川管理者の協力
　　 （河川管理者愛媛県知事の協力事項）
　　　 河川管理者愛媛県知事は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のた
　　 めの活動に次の協力を行う。

　　ア 河川に関する情報の提供

　　カ その他

　(3)　隣接市町村の水防応援
　　   水防法第23条に基づき、水防管理者は水防のため緊急の必要があるときは、次の内容を示し
　　 て、隣接の水防管理者又は消防長に対して応援を求める。

　　ア 要請の要領

　　イ 応援隊の任務、編成、集合、輸送

　　ウ 応援する資材の品目、数量及び輸送

　　エ 応援隊の休養、宿泊の場所

　　オ 経費の負担区分

　　イ 重要水防箇所の合同点検の実施

　　ウ 水防管理団体が行う水防訓練等における水防指導者への技術的支援
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１ 水防指令の解除

１ 調査及び報告

　(1)　災害により被害を生じたときは、様式１、２、３について調査する。

　　ウ 派遣を必要とする期間

　　エ 活動内容

　　ウ 確定報告
　　　 被害状況が確定した場合は、様式２により最終報告する。

　　オ 派遣隊の休養、宿泊の場所

　　カ 経費の負担区分

　　キ その他

第 13 章　　水 防 指 令 の 解 除

　 　市長は気象状況を判断し、水位が氾濫注意水位（警戒水位）以下に減じ、かつ危険がなくなった
   ときは、水防指令の解除を命じ、一般市民に周知させるとともに東予地方局建設部へ報告するもの
   とする。
     ただし、水防指令の解除に至るまでの措置として市長は、必要あるときは部分解除する。

第 14 章　　調 査 及 び 報 告

　(2)　市長は、洪水等により被害を生じたときは、次により県へ報告するものとする。

　　ア 概況報告
　　　 水害発生の日時・場所・人の被害・家屋の被害等、様式１に示す事項について報告することと
　　 し、特に人及び家屋被害を優先して報告する。

　　イ 中間報告
　　　 被害状況が判明次第、逐次報告するもので、様式２に定める事項について、判明した事項から
　　 逐次報告し、２報以上にわたるときは先報との関連を保持するため一連番号を付して、報告時限
     を明らかにするものとする。

　　エ 水防が終結したときは、様式３により水防活動実施報告書を作成し、翌月の５日までに報告す
　　 る。

　(4)　自衛隊の災害派遣
　　   自衛隊法第83条の規定により、水防管理者は、必要があると認めた場合、次の内容を示し
　　 て、県知事に対して自衛隊の災害派遣を要請する。

　　ア 派遣の要請の目的及び災害の状況

　　イ 派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数
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　様式１

１

２

３

４

５

ア．出動人員

イ．主な活動内容（使用した機材を含む）

氏　名 年 齢 職 業 住　　所

災 害 発 生 の 日 時

災 害 発 生 場 所

　　　 月　　 日　　 時　　 分

　　　                     

発信時刻

　
　
　
　
　
　
　
災
　
害
　
の
　
概
　
況

　　　                     

新　居　浜　市

災　害　発　生　報　告

受 信 者

発 信 者

（

2
）
死
 
傷
 
者

（

3
）
被
害
家
屋

（

1
）
状
　
況

災 害 発 生 原 因

（1）主 な 措 置

備　　考

世帯主 年 齢 職 業 所 在 地 被害状況

災
害
に
対
し
と
ら
れ
た
措
置

（3）消防機関の活動状況

消防職員　　　　名 消防団員　　　　名 　　計　　　　名

避難指示・自主の別・その他（

2
）
避
難
状
況

地区名 世帯数 人員 避 難 先
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　様式２

被害 被害

11 (1) ha 34 千円

田 (2) ha 35 千円

12 (1) ha 36 千円

畑 (2) ha 37 千円

13 箇所 38 千円

被害 14 箇所 39 団体

１ 人 15 箇所 40 千円

２ 人 16 箇所 41 千円

人 17 箇所 42 千円

人 18 箇所 43 千円

棟 19 箇所 44 千円

世帯 20 箇所

人 21 箇所

棟 22 箇所 45 千円

世帯 23 隻 46 千円

人 24 戸

棟 25 回線

世帯 26 戸

人 27 戸

棟 28 箇所

世帯

人

棟 29 世帯

世帯 30 人

人 31 件

９ 棟 32 件

10 棟 33 件

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物 消防機関の活動状況

そ の 他 そ の 他

８ 床 下 浸 水 今後の見通し

火
災
発
生

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

６

電 話

一 部 破 損 電 気

ガ ス

７

ブロック塀等

床 上 浸 水

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

３
負 傷 者

(1) 重症 河 川

流出、埋没

(2) 軽症

住
　
　
家
　
　
被
　
　
害

４

砂 防 商工被害

全 壊 清 掃 施 設

崖 く ず れ

５

鉄 道 不 通 そ の 他

半 壊 被 害 船 舶

水 道 人的被害者の住所氏名等

被 害 総 額

建 物

港 湾 水産被害

区　　分 病 院

人
的
被
害

死 者 道 路 農林被害

行 方 不 明 者 橋 り ょ う 林産被害

公共土木施設

その他の公共施設

小　　　計

報告者名

畜産被害

農林水産業施設

公共施設被害市町数

中 間 報 告 ・ 最 終 報 告 （ 共 用 ）

発信機関 区　　分 区　　分

公共文教施設報 告 第　　　　　　　報 流出、埋没

番 号 （ 月 日 時 現 在 ） 冠 水

受領者名 冠 水

文 教 施 設
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47

48

49 人 51 人 53 人

50 人 52 人 人

文教施設・公共施設の名称、被害程度 不通道路橋りょう名

災 害 救 助 法 の 適 用 状 況

避
難
状
況

応 急 措 置 及 び

救 助 活 動 の 状 況

出 動 状 況
消 防 団 警 察 官 自 衛 隊

消 防 吏 員 その他の応援者 計

被 害 者 名

発 生 年 月 日

発 生 場 所

災
害
の
概
況

市町災害対策本部の設置状況
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　様式３

　水防管理団体名

人 円 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円 円

　４　「機械等借料」は、水防活動のために賃借した自動車、建設機械等の賃借料を記入し、上段（　）
　　 書きに水防資材の運搬に使用した機械の賃借料を記入する。

　５　上段（　）書きは、すべて内書きとする。

　３　「その他資材」は、主要資材以外の使用額を記入する。

（ 　） （ 　）

　(記入要領)

　１　「活動延人員」は、巡視活動を行った人員も含んで記入することとし、上段（　）書きに巡視活動
　　 の人員を記入する。なお、待機のみの場合は含まない。

　２　「主要資材」は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、縄、竹、生木、丸太、杭、板類、鉄線、
　　 釘、かすがい、じゃかご、置石及び土砂の使用額を記入する。

（ 　） （ 　） （ 　）

計

　　年　　月分　　　水防活動実施報告書

実施
月日

実施河川
等　　名

（実施箇所名）

実施
工法
及び
延長

活　動
延人員

使 用 資 材 費

機械等
借　料

食糧費
出　動
手当等その他

資　材
小　計

その他 計

（ 　）

主　要
資　材

（ 　） （ 　）

（ 　）
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１ 水防訓練

２ 訓練内容

３ 実施要領

第 15 章　　水　　防　　訓　　練

　　水防管理者は、水防法第32条の2の規定により毎年1回水防訓練を実施するものとする。

　　水防訓練の内容は次のとおりである。

　 (7)　観　　測

　 (8)　水防信号

　 (9)　そ の 他

　　水防訓練の実施要領はその都度決定する。

　 (1)　水防工法

　 (2)　動　　員

　 (3)　輸　　送

　 (4)　救　　出

　 (5)　避難誘導

　 (6)　通　　報
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警
戒
本
部
長
付
（

 
教
育
長
 
）
（

 
代
表
監
査
委
員
 
）

水
防
管
理
者
（

 
市
　
長
 
）

警
戒
本
部
長
（

 
副
市
長
 
）

警
戒
副
本
部
長
（

 
消
防
長
 
）

建 設 部
（建設部長）

議会事務局長

市民環境部
（市民環境部長）

消 防 部
（消防長）

上下水道部
（上下水道局長）

総 括 次 長

救援物資班

教 育 部
（教育委員会事務局長）

総 括 次 長 水 防 班

商 工 班

環境衛生班

農林水産班

別 子 山 班

部名・本部員 副本部員 （班名）

企 画 部
（企画部長）

総 括 次 長
庶 務 班

調 整 班

総 務 部
（総務部長）

総 括 次 長
情報処理班

動 員 班

福 祉 部
（福祉部長）

総 括 次 長
管 財 班

調 査 班

総 括 次 長
援 護 班

救 護 班

経 済 部
（経済部長）

総 括 次 長
情報伝達班

総 括 次 長

土 木 班

資 材 班

水道給水班

道 路 班

教 育 班

避 難 所 班

北 署 長
水道施設班

南　署　長

危機管理監

川東分署長

下 水 道 班

港 務 班

水 防 隊港 務 部
（港湾局事務局長）

港湾課長

消防団長

総務警防班

予 防 班

通信指令班

北署消防班

危機管理課長

総 括 次 長

川東方面隊
（川東副団長）

神 郷 分 団

多喜浜分団

川東消防班

南署消防班

新居浜東分団

川西方面隊
（川西副団長）

金子東分団

金子南分団

金子中分団

金子西分団

上部方面隊
（上部副団長）

船 木 分 団

大生院分団

角 野 分 団

水防協力隊 大 島 分 団

別子山分団

泉 川 分 団

中 萩 分 団

新居浜西分団

高 津 分 団

垣 生 分 団

（別表第１）

水防機関

指揮系統図
（災害警戒本部）

（別表第１）

水防機関

指揮系統図
（災害警戒本部）
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（別表第４―１）

左

右

計 629

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

堰　　１

堰　　１
橋　　１

　堰　１
　橋　１
水管橋１

避　　難

水防区域内
河川工作物

備考
水防管理
団体名

名称番号

新居浜市

〃

〃

重要水防箇所 関係区域

左

左

右

左

60

130

7

7

15

410

〃

〃

１

２

３

４

５

尻無川

〃

桜　川

東　川

〃

1,620

236

1,109

237

557

114

口屋跡記念公民館

ワクリエ新居浜

若 宮 公 民 館

114

1,246

1,159

134

952

198

新 居 浜 公 民 館

大 生 院 小 学 校

大 生 院 公 民 館

金 子 小 学 校

地域交流センター

宮 西 小 学 校

収容
能力
（人）

金 栄 公 民 館

ふれあいプラザ

新 居 浜 小 学 校

右
左
岸

延長
（ｍ）

所在地 避難場所
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　　　　　　　　　　　　　― 43・44 ―
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■

■

■
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コ

㉒

⑪

⑤ ⑥
⑦

⑧

①

②

⑭

コ

コ

コ

コ

コ
コ

コ

㉖

㉙

㉘

㊲

㊱ ㉗

⑳

㉓

⑬

㉛

㉞

㉜

⑫ コ

コ

コ

コ

コ
コ

コ

コ

コ

コ

コ

コ

コ

⑱

㉚

③
⑨

㉔

㉟

㉑
⑲

コ

コ

コ

コ

④
⑯⑩ ㉕⑮

⑰

重要水防箇所及び土砂災害（特別）警戒区域
（別表第４－２）

③

④

②

⑤

①

▲

▲

▲



　　　　　　　　　　　　　　　　　　― 45・46 ―

（別表第４－３）

土砂災害（特別）警戒区域（別子山地区）

■

■



住　　民
テレビ愛媛

あいテレビ

愛媛朝日テレビ

愛媛県ＣＡＴＶ協議会

南海放送

国 領 川 の 水 防 警 報 伝 達 系 統 図
（城下水位観測所）

松山地方気象台
☎　089-941-0012（直通）
FAX 089-943-6250

新居浜市 市民環境部 危機管理課
☎　0897-65-1282（直通）
FAX 0897-33-5180
📧　kikikanri@city.niihama.lg.jp

愛媛県 東予地方局 建設部
☎　0897-56-1300（内線447）
FAX 0897-55-4693
📧　tou-kanri@pref.ehime.lg.jp

鹿森ダム管理事務所
☎　0897-41-6438（直通）
FAX 0897-41-0891
📧　shikamori-dam@pref.ehime.lg.jp

陸上自衛隊 中部方面特科連隊第４大隊
☎　089-975-0911
　　（内線436，時間外302）
📧 ma_mafar_4bn_hq_s3_n@gbase.gsdf.mod.go.jp

愛媛県警本部
☎　089-934-0110（内線5752）

（一財）河川情報センター

ＮＨＫ松山放送局

新居浜警察署
☎　0897-35-0110

愛媛県水防本部
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住　　民

あいテレビ

新居浜警察署
☎　0897-35-0110

愛媛朝日テレビ

愛媛県ＣＡＴＶ協議会

愛媛県警本部
☎　089-934-0110（内線5752）

（一財）河川情報センター

ＮＨＫ松山放送局

南海放送

テレビ愛媛

陸上自衛隊 中部方面特科連隊第４大隊
☎　089-975-0911
　　（内線436，時間外302）
📧 ma_mafar_4bn_hq_s3_n@gbase.gsdf.mod.go.jp

渦 井 川 の 水 防 警 報 伝 達 系 統 図
(飯積橋水位観測所）

松山地方気象台
☎　089-941-0012（直通）
FAX 089-943-6250

新居浜市 市民環境部 危機管理課
☎　0897-65-1282（直通）
FAX 0897-33-5180
📧　kikikanri@city.niihama.lg.jp

愛媛県 東予地方局 建設部
☎　0897-56-1300（内線447）
FAX 0897-55-4693
📧　tou-kanri@pref.ehime.lg.jp

愛媛県水防本部
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鹿 森 ダ ム 水 防 伝 達 系 統 図

管 下 交 番
駐 在 所

新 居 浜 警 察 署
０８９７－３５－０１１０

県 警 察 本 部
０８９－９３４－０１１０

ハートネットワーク
０８９７－３２－７７７７

新 聞 社

テ レ ビ ・ 通 信 社

ダ ム 警 報 局

鹿森ダム管理事務所
０８９７－４１－６４３８

山根水位 〃

端 出 場 警 報 局

本 村 〃

板 の 本 〃

新 田 〃

国 領 〃

東 田 〃

泉 川 〃

城下水位 〃

平 形 〃

新居浜市危機管理課
０８９７－65－1282

新居浜市消防本部
０８９７－３４－０１１９

新居浜市上下水道局
０８９７－６５－１３３３

角 野 小 学 校
０８９７－４３－７１４１

角 野 中 学 校
０８９７－４３－６１０８

新 田 保 育 所
０８９７－４１－５４０１

住 友 共 同 電 力 ㈱
０８９７－３２－２２１５

愛媛県建設業協会新居浜支部

０８９７－３７－２６０５

洪 水 樋 門 管 理 者

高 柳 樋 門 管 理 者

吉岡泉樋門管理者

立 川 自 治 会

高 津 公 民 館
０８９７－３２－３３２０

角 野 公 民 館
０８９７－４１－６２２４

ＪＲ四国高松施設指令
０８７－８２２－０１１７

敷 島 〃

新 高 〃

河 又 自 記 雨 量

大 永 山 自 記 水 位

山 根 自 記 水 位

城 下 自 記 水 位

愛 媛 県 水 防 本 部
０８９－９１２－２６７０

松 山 地 方 気 象 台

０８９－９４１－００１２

東 予 地 方 局 建 設 部
０８９７－５６－１３００

ダ ム 自 記 雨 量

ダ ム 自 記 水 位

【凡例】

専用回線又はＮＴＴ回線

無線

※は音声警報局

※

※

※

※

警報車 （鹿森１）
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吉野川ダム
　総合管理事務所
☎　0883-72-3000
FAX 0883-72-4294

成回転灯　警報車

河川内建設業者

別子橋回転灯　警報車

四国中央警察署
☎　0896-24-0110
FAX 0896-24-0110

小美野警報所
☎　0897-64-2040　
　（警報車）

愛媛朝日
FAX 089-946-9613

富郷ダム管理所
☎　0896-22-0302
FAX 0896-22-0305

成警報所
　警報車

別子小中学校
昼：0897-64-2117
夜：0897-64-2167

日浦回転灯　警報車

新居浜市消防本部
☎　0897-34-0119
FAX 0897-34-1179 弟地回転灯　警報車

別子山駐在所
☎　0897-64-2023

保土野回転灯　警報車

震度4以上の地震時

東予地方局建設部
河川管理課
☎　0897-56-1300
FAX 0897-55-4693

弟地警報所
筏津警報所
　警報車

南海テレビ
FAX 089-915-2371

新居浜市役所
別子山支所
☎　64-2011
FAX 64-2150

新居浜市役所
危機管理課
☎　65-1282
FAX 33-5180

床鍋警報所
　警報車

テレビ愛媛
FAX 089-932-0951

肉淵警報所
　委託者

あいテレビ
FAX 089-921-5422

別 子 ダ ム 放 流 連 絡 系 統 図

別子ダム管理所

☎0897-64-2021　　FAX0897-64-2005

給電制御所

0897-32-2215

吉野川ダム統管
柳瀬ダム管理支所
☎　0896-29-0011
FAX 0896-29-0013

南光院警報所
　委託者

ＮＨＫテレビ
FAX 089-921-1146
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令和２年３月 27日  

公       布  

新居浜市水防協議会条例 

 

（設置） 

第１条 水防法(昭和２４年法律第１９３号)第３４条第１項の規定により新居浜市水防協議会(以下

「協議会」という。)を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、新居浜市水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項

の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、水防管理者が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 関係行政機関の職員 

⑵ 水防関係団体の代表者 

⑶ 学識経験のある者 

（任期） 

第４条 前条第２項第１号及び第２号に規定する委員の任期は、当該職にある期間とし、同項第３号に

規定する委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び職務代理者） 

第５条 会長は、水防管理者をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会長は、協議会の会議を招集し、会長が指名した者が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、危機管理担当課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（新居浜市水防条例の廃止） 

２ 新居浜市水防条例(昭和２４年公布)は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の新居浜市水防条例第４条第１項の規定により

置かれている水防協議会(以下「旧協議会」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)において、新居浜市水防協議会条例(以下「新条例」という。)第１条の規定により置かれる新

居浜市水防協議会(以下「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際現に旧協議会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新条例第３条の規定に

より新協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱さ

れ、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第４条の規定にかかわらず、施行日におけ

る旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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昭和 24年６月４日 

法 律 第 1 9 3 号 

水   防   法 

 

第一章  総   則 

 (目的) 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる

被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 (定義) 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他

の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水

域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を

含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」とい

う。)若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者

若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条に規定

する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を

置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水

門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定

により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体

と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者(河川法

(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定

する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。)及び同法第九条第二項又は第五項の規定によ

り都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定

都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一

級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の

長並びに下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水

道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、

資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあると

き、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水 防 組 織 

 (市町村の水防責任) 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水

防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

 (水防事務組合の設立) 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当で

あると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通

性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 
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 (水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置) 

第三条の三 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第十五条第一項の規定により都道府県知事

が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部につい

て、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都

道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のう

ち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の

財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、

又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする

一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域につ

いて二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を

行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に

基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その

譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合

は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継

を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

 (水防事務組合の議会の議員の選挙) 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会におい

て、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意がある

と認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を

調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員

の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該

市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦し

た者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一

をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業に

よる受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

 (水防事務組合の経費の分賦) 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案し

て定めるものとする。 

 (都道府県の水防責任) 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保す

べき責任を有する。 

 (指定水防管理団体) 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができ

る。 

 (水防の機関) 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある

消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなけ

ればならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 (水防団) 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事

項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 (公務災害補償) 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務に

よる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団
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員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、

水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの

原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉

に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

 (退職報償金) 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水

防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつて

は組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報

償金を支給することができる。 

 (都道府県の水防計画) 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定

め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ

ればならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する

者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者(河川法第九条第二項又は第五項の規定に

より都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二

項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当

該指定都市の長。以下同じ。)による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その

他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとすると

きは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動

に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設

置しない都道府県にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項

に規定する都道府県防災会議とする。)に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府

県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の

変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したとき

は、その要旨を公表するよう努めるものとする。 

 (都道府県水防協議会) 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府

県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体

の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 

 

第三章 水防活動 

 (河川等の巡視) 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設(津

波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護

施設をいう。以下この条において同じ。)等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があると

きは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければな
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らない。 

 (国の機関が行う洪水予報等) 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、

その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、

通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなけれ

ばならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水によ

り国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共

同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若し

くは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事

に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならな

い。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で

定める水防管理者及び量水標管理者(量水標等の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係

る事項(量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)を通知しなければならない。 

 (都道府県知事が行う洪水予報) 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が

大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水

のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ち

に都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとす

る。 

 (水位の通報及び公表) 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれ

があることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合にお

いて、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都

道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を

超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める

水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところ

により、公表しなければならない。 

 (国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知) 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条

第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある

ものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて洪水による災

害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。)を定め、当該河川の水位がこれに達し

たときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定し

た河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第

一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川に

ついて、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位

又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で

定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

 (都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知) 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第二条第三号に規定
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する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以

下この条及び第十四条の二において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設

若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。)で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれ

があるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に

警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において

同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨

を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管

理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければなら

ない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生

ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等

の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する

都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機

関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 (都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知) 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ず

るおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつ

て高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。)を定め、当該海岸の水位がこれに達したと

きは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量

水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなけれ

ばならない。 

 (関係市町村長への通知) 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十

一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知

事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規

定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通

知しなければならない。 

 (洪水浸水想定区域) 

第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条

第二項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大

規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以

下同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定す

るものとする。 

 一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定し

た河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水に

よる災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を

防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想

定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として

指定するものとする。 

一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五

条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令

で定める基準に該当するもの 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で
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定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省

令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に

通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

 (雨水出水浸水想定区域) 

第十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の

円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、

国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなく

なつた場合又は当該排水施設(第一号に掲げる排水施設にあっては、第十三条の二第一項の規定によ

る指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若

しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域とし

て指定するものとする。 

一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項

において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存

する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で

定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な

避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令

で定めるところにより、想定最 

大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は当該排水施設（第一号に掲げ

る排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接

続する排水施設を含む。）から河 

川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域を雨

水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第

四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施

設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で

定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で

定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で

定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつて

は、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

 (高潮浸水想定区域) 

第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又

は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところによ

り、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸

について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定す

るものとする。 

一 第十三条の三の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警
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戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定

める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前

項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 (浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置) 

第十五条 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを

設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、第十四条第一項若

しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定に

よる雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたと

きは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同

じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ご

とに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲

げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等(第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交

通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二

項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知

し又は周知する情報その他人的被害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報を

いう。次項において同じ。)の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係

る避難訓練の実施に関する事項 

四 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項

において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が

予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込ま

れるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時

(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要

があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者

が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。)でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設(イ又はロに掲げるものを除く。)であつて国土交通省令で定める基

準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの(第十五条の四において「大規

模工場等」という。)でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定

めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定

める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。) 

当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第十五条の三第七項の規定により自

衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員) 

三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第十五条の四第一項の規定により自

衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員) 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防

災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者(第十五条の十一にお

いて「住民等」という。)に周知させるため、これらの事項(次の各号に掲げる区域をその区域に含む
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市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七

号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規

定する事項 

 (地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等) 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下

街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街

等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な

訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当

該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時

等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、

当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これ

を市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の

浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画に

その名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に

規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合

において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をす

ることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由

がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条

において同じ。)の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街

等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わ

なければならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置

かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞

なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければ

ならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等) 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施

設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する

計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞な

く、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成してい

ない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をす

ることができる。 
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４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとと

もに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所

有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努

めなければならない。 

８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたとき

は、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しな

ければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 (大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等) 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた

大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水

時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計

画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、

当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を

置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事

項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。 

 (市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用) 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災に

よる被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この

場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町

村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町

村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、

「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは

「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」

と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、

第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」と

あるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

 (浸水被害軽減地区の指定等) 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川

区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)内で輪中堤防その他の帯状の盛土

構造物が存する土地(その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区

域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定する

ことができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとす

る区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地

の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該

浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の

長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

 (標識の設置等) 
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第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通

省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては

組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表

示した標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の

設置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却

し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を

補償しなければならない。 

 (行為の届出等) 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変

更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めると

ころにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を

水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で

定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該

届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸

水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必

要な助言又は勧告をすることができる。 

 (大規模氾濫減災協議会) 

第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合

的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「大規模氾濫減

災協議会」という。)を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、

その協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協

議会が定める。 

 (都道府県大規模氾濫減災協議会) 

第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につ

いて、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総

合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「都道府県大

規模氾濫減災協議会」という。)を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 
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六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合にお

いて、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前

項」と読み替えるものとする。 

 (予想される水災の危険の周知等) 

第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項、第十一条第一項又は

第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅

速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した

際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、

当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

 (河川管理者の援助等) 

第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしよう

とする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする

市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の

八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

 (水防警報) 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると

認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼

又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると

認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知

事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたと

きは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事

項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、そ

の旨を公示しなければならない。 

 (水防団及び消防機関の出動) 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要

があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動さ

せ、又は出動の準備をさせなければならない。 

 (優先通行) 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、

これに進路を譲らなければならない。 

 (緊急通行) 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防

上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地

及び水面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければ

ならない。 

 (水防信号) 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

 (警戒区域) 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者

は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限

し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれ
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らの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

 (警察官の援助の要求) 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動

を求めることができる。 

 (応援) 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しく

は消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じな

ければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するもの

とする。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するもの

とする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応

援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

 (居住者等の水防義務) 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、

当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることが

できる。 

 (決壊の通報) 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長

又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

 (決壊後の処置) 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び

水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

 (水防通信) 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた

者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五

号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通

信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用すること

ができる。 

 (公用負担) 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の

現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両

その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することがで

きる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土

地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機

器を使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなけれ

ばならない。 

 (立退きの指示) 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められ

るときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居

住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者

が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

 (知事の指示) 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対

して指示をすることができる。 
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 (重要河川における国土交通大臣の指示) 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防

上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に

対して指示をすることができる。 

 (特定緊急水防活動) 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合

において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び第四十三条の

二において「特定緊急水防活動」という。)を行うことができる。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特

定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊

急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、

第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中

「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二

十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団

長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及

び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、

第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六

条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第

一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

 (水防訓練) 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなけれ

ばならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行う

よう努めなければならない。 

 (津波避難訓練への参加) 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防

団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われる

ときは、これに参加しなければならない。 

 

第四章 指定水防管理団体 

 (水防計画) 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水

防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設

置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十

六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村

防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要

旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

 (水防協議会) 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理

団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これら

に水防協議会を置くものとする。 
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２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関

係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委

嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務

組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 (水防団員の定員の基準) 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

 

第五章 水防協力団体 

 (水防協力団体の指定) 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法

人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体とし

て指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の

所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければなら

ない。 

 (水防協力団体の業務) 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 (水防団等との連携) 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲

げる業務を行わなければならない。 

 (監督等) 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと

認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ず

ることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すこと

ができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 (情報の提供等) 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報

の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

第六章 費用の負担及び補助 

 (水防管理団体の費用負担) 
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第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

 (利益を受ける市町村の費用負担) 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著し

く利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により

著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防

により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府

県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者

のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の

知事と協議しなければならない。 

 (都道府県の費用負担) 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該

都道府県の負担とする。 

 (国の費用負担) 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用

は、国の負担とする。 

 (費用の補助) 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管

理団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、

二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響

が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、

当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三

分の一に相当する額以内とする。 

 

第七章 雑則 

 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償) 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、

若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障

害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合

にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者

の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

 (表彰) 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功

労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 

 (報告) 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報

告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせる

ことができる。 

 (勧告及び助言) 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内に

おける水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

 (資料の提出及び立入り) 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、
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関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者

をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に

立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示

しなければならない。 

 (消防事務との調整) 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あら

かじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

 (権限の委任) 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一

部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

第八章 罰則 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤

去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十

一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の懲役

又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 

二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規

定する行為をした者 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当

な使用を妨げた者 

二 第二十条第二項の規定に違反した者 

三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定

による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
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強風域の半径 大きさの表現

台風の大きさ及び強さの表現

台　風

　熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼び、このうち北西太平洋(赤道より北で東経１８０
度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(１０分間平均)がおよそ１７
㎧(３４ノット、風力８)以上のものを「台風」と呼ぶ。

最 大 風 速 熱帯低気圧の分類

１７㎧未満 熱 帯 低 気 圧

１７㎧以上 台　　風

台風の大きさの表現

500ｋｍ 未満 台　　風

800ｋｍ 未満 超大型（非常に大きい）

500ｋｍ 以上
800ｋｍ 未満

大型（大きい）

５４㎧以上（105ﾉｯﾄ） 猛 烈 な

３３㎧以上（64ﾉｯﾄ）
４４㎧未満（85ﾉｯﾄ）

強　　い

台風の強さの表現

最 大 風 速 強さの表現

１７㎧以上（34ﾉｯﾄ）
３３㎧未満（64ﾉｯﾄ）

台　　風

４４㎧以上（85ﾉｯﾄ）
５４㎧未満（105ﾉｯﾄ）

非常に強い
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（9/27）

407 507 8/21～22　台風14号　　　9/18～19　台風19号
9/29～30　台風20号（又野川決壊）

73

（9/17～19） （9/17～19）

134

86.5 209 8/8　　　 台風10号
8/18～19　台風11号（8/17～19） （8/17～19）

平 成 8 年

平 成 9 年

平 成 10 年

平 成 11 年

平 成 12 年

平 成 13 年

平 成 6 年

平 成 7 年

年別連続最大降雨量・台風災害

年別
立川地区

（立川町）
台　風　災　害　等

282

消防署
（一宮町）

平 成 元 年
294

（8/26～27） （8/26～27）

8/27　台風17号（真光寺裏山崩、床上浸水41世帯、床上浸水1050世帯）
9/29　台風22号（床下浸水65世帯）

平 成 2 年

平 成 3 年

平 成 4 年

9/13～14　台風17号
9/27～28　台風19号（8/26～27）

平 成 5 年

212.5 277 7/25　    台風 7号
9/28～29　台風26号（9/28～29） （9/28～29）

142 404 7/29　    台風 5号　　　8/9 　    台風7号
9/3 　    台風13号（7/26～28）

159 333 9/13～14　台風17号
9/27～28　台風25号（9/16） （9/16）

（7/26～28）

68 122 6/18～20　台風 7号　　　6/28　    台風 8号
8/25～26　台風 9号　　　9/16～17　台風19号（又野川決壊）（8/14） （8/14～15）

99.5 151
9/22　    台風14号

（7/4～5） （7/3～4）

174.5 282 9/14～15　台風16号（床下浸水234世帯）
9/23～24　台風18号（9/14～15） （9/14～15）

195 245
10/17～18 台風10号（床下浸水17世帯）

（10/17～18） （10/17～18）

148 369
8/21～22　台風11号

（8/21～22） （8/21～22）

91 110

（9/12） （9/12）

68 186.5
8/8～9　  台風10号

（8/8～9） （8/8～9）
平 成 15 年

151.5 241
8/30～9/1 台風15号

（8/30～9/1） （8/30～9/1）
平 成 14 年

平 成 17 年

243.5 451.5 9/5～7　台風14号
　　　　負傷者 2名　　　 床下浸水 26世帯　　床上浸水 3世帯
　　　　一部破損 21戸　　避難勧告 811世帯（9/6） （9/6）

平成16年 385

（10/19～20）

535.5

（8/18～19）

8/18　新居浜豪雨災害　　8/30　    台風16号　　9/6～7　台風18号
9/29～30　台風21号　　　9/29～30　台風21号　　10/8  　台風22号
10/20　   台風23号

合計　　死者 9名　　負傷者 9名    全壊 21戸　 半壊 223戸
　　　　床下浸水  2,297世帯　   　床上浸水 1,311世帯
　　　　避難勧告 13,253世帯

平 成 22 年
123 130

（7/11～16） （7/11～16）

平 成 18 年
41.5 130 8/18　    台風10号

9/17　    台風13号（8/17～19） （8/17～19）

平 成 21 年
182.5 163.5 8/9～10　 台風 9号

10/7～8　 台風18号（7/20～21） （7/20～21）

平 成 19 年
175.5 273 7/14　    台風 4号

8/2　     台風 5号（7/12～15） （7/14）

748.5 5/29～30　台風 2号　　　7/18～20　台風 6号
9/2～4　  台風12号　　　9/20～21　台風15号（9/1～5） （9/1～5）

平 成 23 年
287.5
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平 成 24 年
134 200.5 6/18～20　 台風 4号　　9/7～11　　大雨

9/15～18　 台風16号　　9/28～10/1　台風17号（6/18～20） （6/18～20）

年別
消防署

（一宮町）
立川地区

（立川町）
台　風　災　害　等

平 成 26 年
192.5 353 8/7～10　  台風11号

10/12～14　台風19号（10/12～14） （8/7～10）

平 成 25 年
383 444.5 9/2～4　   台風17号

10/24～25　台風27号（8/30～9/4） （8/30～9/5）

平 成 28 年
209.5 284.5

9/20　     台風16号
（9/18～20） （9/12～20）

平 成 27 年
66.5 165.5

7/16～17　 台風11号
（7/16～17） （7/16～17）

平 成 30 年
259 455 7/3～4　   台風 7号　　7/5～8　平成30年7月豪雨

8/23～24　 台風20号    9/4　台風21号　　　9/30　台風24号（7/5～8） （9/30）

平 成 29 年
310 337 9/17～18　 台風18号

10/21～23　台風21号（10/10～23） （9/16～18）

令 和 2 年
128 200 7/7～8　   梅雨前線

9/6～7　   台風10号（7/7～8） （9/6～7）

令 和 元 年
43.5 146

8/14～15　 台風10号
（8/14～15） （8/14～15）

令 和 3 年
55.5 89

（8/19） （8/19）

令 和 4 年
128 286

9/17～19　 台風14号

　　注：平成20年から立川地区最大雨量は立川雨量計による

8/9～11　  台風 6号
（8/9～10） （8/9～11）

（9/18～19） （9/17～19）

令 和 5 年
121 291

令 和 6 年
139 176 7/10～12　梅雨前線

8/29～31　台風10号　負傷者1名（7/11～7/12） （8/28）
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時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高

ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm

1 01 21 361 12 41 309 07 15 117 19 18 4 N 1 02 47 345 14 12 279 08 46 137 20 42 57

2 02 10 347 13 21 288 08 02 134 20 03 24 2 03 33 332 15 14 265 09 43 137 21 35 84

3 03 04 331 14 11 263 09 00 148 20 56 52 3 04 22 319 16 30 256 10 46 133 22 38 109 ◐

4 04 06 315 15 24 239 10 14 155 22 04 80 ◐ 4 05 16 307 17 53 260 11 53 123 23 49 128 E

5 05 15 302 17 10 230 11 44 149 23 29 101 5 06 12 299 19 11 277 12 54 107 * *

6 06 27 298 18 50 244 13 05 130 * * 6 07 07 296 20 13 300 01 02 137 13 45 88

7 07 30 300 20 00 271 00 54 108 14 02 105 7 07 55 296 21 05 323 02 06 138 14 28 69 A

8 08 19 305 20 51 300 02 02 104 14 43 82 E 8 08 36 298 21 50 341 03 00 135 15 07 53

9 08 58 310 21 33 323 02 53 98 15 18 62 9 09 14 301 22 31 351 03 45 131 15 43 42

10 09 30 313 22 11 340 03 35 94 15 50 46 10 09 50 304 23 10 356 04 26 130 16 18 34

11 09 59 315 22 48 349 04 12 93 16 20 35 A 11 10 25 306 23 47 356 05 04 129 16 53 30 ○

12 10 26 316 23 23 352 04 46 96 16 49 27 12 11 01 308 * * 05 40 130 17 28 28 S

13 10 53 315 23 57 350 05 19 102 17 17 23 ○ 13 00 23 354 11 37 309 06 16 130 18 04 28

14 11 22 312 * * 05 52 108 17 46 22 14 00 57 353 12 16 310 06 51 129 18 41 28

15 00 31 346 11 51 307 06 26 116 18 16 23 15 01 32 353 12 57 308 07 29 128 19 20 32

16 01 05 342 12 23 300 07 00 123 18 47 27 S 16 02 09 352 13 43 304 08 11 126 20 04 41

17 01 40 337 12 58 291 07 37 130 19 23 33 17 02 49 350 14 37 299 08 58 123 20 53 57

18 02 20 332 13 41 280 08 20 136 20 07 44 18 03 34 345 15 41 294 09 53 117 21 52 80

19 03 06 326 14 37 268 09 14 141 21 02 59 19 04 25 336 16 58 294 10 55 106 23 01 105 ◑E

20 04 03 319 15 54 260 10 23 140 22 13 76 ◑ 20 05 23 326 18 21 305 12 01 88 * *

21 05 09 315 17 25 266 11 40 127 23 36 88 21 06 25 319 19 40 325 00 20 125 13 05 66

22 06 18 316 18 52 288 12 51 103 * * 22 07 25 314 20 49 347 01 39 136 14 03 45

23 07 21 321 20 04 318 00 58 92 13 50 73 E 23 08 22 313 21 50 365 02 49 140 14 58 27 P

24 08 14 327 21 04 346 02 08 91 14 40 44 24 09 15 314 22 46 375 03 49 141 15 51 15

25 09 00 330 21 58 366 03 08 93 15 26 20 25 10 05 316 23 36 378 04 42 140 16 42 10 N●

26 09 43 330 22 50 376 04 00 99 16 11 3 P 26 10 54 318 * * 05 30 139 17 30 10

27 10 24 327 23 39 378 04 49 108 16 55 -5 ● 27 00 22 376 11 41 320 06 15 136 18 16 16

28 11 04 322 * * 05 36 118 17 39 -5 28 01 04 371 12 28 319 06 57 131 18 59 26

29 00 28 374 11 46 315 06 22 126 18 23 1 N 29 01 42 365 13 13 315 07 38 127 19 39 42

30 01 15 366 12 31 306 07 08 132 19 08 15 30 02 17 358 13 58 307 08 19 123 20 17 63

31 02 02 356 13 18 293 07 56 135 19 54 34

133°－16'Ｅ 133°－16'Ｅ

令 和 ７ 年　新 居 浜 港 潮 汐 表

［　５月　］ ［　６月　］
33°－58'Ｎ 33°－58'Ｎ

日

高　潮 低　　潮

月 日

低　　潮

月午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

高　潮
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［　７月　］ ［　８月　］
33°－58'Ｎ 33°－58'Ｎ

133°－16'Ｅ 133°－16'Ｅ

時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高

ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm ｈ　ｍ cm

1 02 51 348 14 47 296 09 01 120 20 57 88 1 02 57 332 15 53 298 09 30 103 21 40 161 ◐

2 03 25 336 15 42 285 09 47 117 21 42 117 E 2 03 30 310 17 09 290 10 17 107 22 50 191 A

3 04 03 321 16 51 278 10 39 114 22 40 146 ◐ 3 04 17 285 18 47 295 11 18 110 * *

4 04 47 305 18 12 282 11 36 109 23 55 168 4 05 29 264 20 14 314 00 36 206 12 31 108

5 05 42 290 19 32 298 12 36 99 * * A 5 06 59 260 21 14 335 02 17 196 13 43 97 S

6 06 44 281 20 38 319 01 20 176 13 32 86 6 08 15 273 22 00 352 03 17 177 14 46 81

7 07 45 280 21 32 339 02 32 172 14 24 73 7 09 12 294 22 39 365 03 59 158 15 39 62

8 08 38 285 22 17 352 03 28 162 15 11 60 8 09 59 317 23 14 374 04 35 142 16 25 45

9 09 25 295 22 58 360 04 13 152 15 56 49 S 9 10 42 338 23 46 380 05 09 129 17 06 32 ○

10 10 09 306 23 35 364 04 52 143 16 38 40 10 11 24 354 * * 05 44 117 17 45 26

11 10 51 317 * * 05 28 137 17 18 33 ○ 11 00 18 384 12 04 363 06 18 106 18 22 28

12 00 10 366 11 32 327 06 03 130 17 57 28 12 00 48 387 12 45 366 06 53 95 18 58 39 E

13 00 43 369 12 12 334 06 39 124 18 35 27 13 01 18 385 13 27 363 07 29 85 19 35 61

14 01 15 372 12 54 337 07 15 117 19 13 31 14 01 48 378 14 12 354 08 06 77 20 15 91

15 01 48 373 13 38 336 07 53 109 19 53 44 15 02 20 363 15 05 340 08 46 73 21 00 129 P

16 02 22 370 14 27 330 08 34 102 20 36 67 E 16 02 55 341 16 11 324 09 34 76 22 00 170 ◑

17 02 59 361 15 23 322 09 20 94 21 26 99 17 03 39 312 17 43 316 10 36 83 23 33 200

18 03 40 346 16 32 314 10 14 88 22 28 135 ◑ 18 04 47 283 19 27 325 11 58 88 * *

19 04 30 325 17 56 314 11 16 81 23 49 166 19 06 34 269 20 50 347 01 36 201 13 28 83 N

20 05 32 306 19 27 326 12 26 72 * * P 20 08 10 281 21 48 366 03 00 179 14 46 68

21 06 47 294 20 47 346 01 24 179 13 37 60 21 09 17 306 22 32 377 03 52 154 15 46 52

22 08 02 293 21 51 364 02 48 174 14 45 47 N 22 10 08 330 23 10 381 04 33 134 16 33 42

23 09 08 302 22 44 376 03 51 162 15 46 35 23 10 50 349 23 41 379 05 08 119 17 13 39 ●

24 10 05 316 23 29 380 04 41 148 16 39 28 24 11 27 360 * * 05 40 109 17 47 44

25 10 54 329 * * 05 24 137 17 25 26 ● 25 00 09 376 12 02 363 06 10 100 18 17 54 E

26 00 08 379 11 38 338 06 02 128 18 06 29 26 00 33 373 12 36 361 06 38 93 18 45 68

27 00 42 376 12 19 342 06 37 120 18 42 39 27 00 55 370 13 09 354 07 06 86 19 12 87

28 01 11 372 12 57 341 07 11 113 19 14 53 28 01 16 364 13 44 344 07 33 82 19 41 110

29 01 38 367 13 35 334 07 44 106 19 45 72 E 29 01 38 352 14 22 331 08 01 83 20 15 139

30 02 04 360 14 14 324 08 17 102 20 17 97 30 02 02 333 15 07 315 08 31 88 20 55 171 A

31 02 29 349 14 58 311 08 51 101 20 53 127 31 02 29 308 16 09 300 09 09 99 21 55 202 ◐

日

高　潮 低　　潮

月 日

低　　潮

月午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

高　潮
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［　９月　］ ［　１０月　］
33°－58'Ｎ 33°－58'Ｎ

133°－16'Ｅ 133°－16'Ｅ

時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高

ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm

1 03 06 278 17 48 294 10 02 113 23 52 218 1 03 33 245 18 36 300 10 32 121 * *

2 04 16 251 19 38 306 11 25 123 * * S 2 05 54 240 19 54 319 01 15 194 12 24 120

3 06 24 245 20 45 328 02 01 203 13 05 116 3 07 36 270 20 45 341 02 17 163 13 51 98

4 08 00 268 21 30 349 02 57 176 14 23 94 4 08 37 310 21 26 361 02 58 131 14 51 72

5 08 59 302 22 07 367 03 35 150 15 19 68 5 09 26 347 22 02 374 03 35 101 15 39 52

6 09 46 335 22 42 379 04 09 127 16 05 47 6 10 10 375 22 35 381 04 11 75 16 22 44 E

7 10 29 361 23 14 387 04 43 107 16 47 34 7 10 53 392 23 07 382 04 46 54 17 02 49 ○

8 11 10 379 23 45 391 05 17 90 17 25 32 ○ 8 11 35 397 23 38 377 05 22 37 17 41 64 P

9 11 50 387 * * 05 51 75 18 02 41 E 9 12 18 394 * * 05 57 26 18 20 86

10 00 14 389 12 31 387 06 26 63 18 39 60 P 10 00 08 367 13 02 383 06 33 22 18 59 113

11 00 43 383 13 13 380 07 00 54 19 16 87 11 00 39 351 13 49 367 07 10 25 19 42 141

12 01 12 371 13 58 366 07 36 50 19 55 121 12 01 12 329 14 43 348 07 51 39 20 33 168 N

13 01 42 351 14 51 347 08 15 54 20 41 157 13 01 51 301 15 53 328 08 40 62 21 47 190

14 02 16 324 15 59 327 09 01 68 21 46 192 ◑ 14 02 46 267 17 22 316 09 51 90 23 44 192 ◑

15 03 00 290 17 38 316 10 07 89 23 43 211 N 15 04 41 243 18 53 319 11 32 109 * *

16 04 27 258 19 23 325 11 45 104 * * 16 06 52 255 20 01 331 01 29 166 13 10 108

17 06 52 255 20 37 344 01 52 192 13 28 100 17 08 08 287 20 50 342 02 26 133 14 20 95

18 08 21 284 21 28 361 02 56 159 14 42 82 18 09 00 320 21 27 349 03 06 104 15 10 83

19 09 16 318 22 06 370 03 37 130 15 35 65 19 09 41 346 21 58 352 03 40 82 15 50 77 E

20 09 59 345 22 38 372 04 11 108 16 16 56 20 10 17 362 22 24 352 04 10 66 16 24 78

21 10 36 363 23 06 371 04 42 93 16 51 56 21 10 51 370 22 48 350 04 38 54 16 54 84 ●

22 11 10 372 23 30 368 05 11 82 17 21 62 E● 22 11 24 371 23 11 348 05 05 46 17 24 93

23 11 42 373 23 51 366 05 38 74 17 49 73 23 11 57 367 23 34 343 05 31 41 17 53 104

24 12 14 370 * * 06 03 67 18 16 87 24 12 29 360 23 58 335 05 56 39 18 23 116 A

25 00 12 362 12 46 363 06 28 62 18 44 104 25 13 01 351 * * 06 21 40 18 55 130

26 00 33 355 13 18 353 06 53 61 19 14 124 A 26 00 24 323 13 34 341 06 48 45 19 29 145 S

27 00 55 342 13 53 340 07 18 64 19 46 147 27 00 51 307 14 12 329 07 17 54 20 09 160

28 01 19 323 14 33 325 07 46 72 20 26 172 28 01 24 287 14 59 317 07 54 67 21 01 175

29 01 46 298 15 25 309 08 20 86 21 20 196 S 29 02 09 266 16 04 306 08 44 85 22 22 181

30 02 23 271 16 46 297 09 09 104 23 03 210 ◐ 30 03 24 247 17 28 303 10 01 103 * * ◐

31 05 20 246 18 48 313 00 05 170 11 40 108

日

高　潮 低　　潮

月 日

低　　潮

月午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

高　潮
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［　１１月　］ ［　１２月　］
33°－58'Ｎ 33°－58'Ｎ

133°－16'Ｅ 133°－16'Ｅ

時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高

ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm ｈ ｍ cm

1 06 59 272 19 49 329 01 20 141 13 09 97 1 07 35 302 19 43 320 01 21 79 13 36 99

2 08 08 310 20 37 345 02 12 105 14 15 80 E 2 08 39 333 20 32 325 02 13 46 14 40 98

3 09 02 346 21 17 356 02 56 71 15 09 69 3 09 35 357 21 17 328 03 01 18 15 35 99

4 09 50 373 21 55 360 03 36 41 15 56 68 4 10 27 371 21 59 327 03 46 -4 16 25 104 P

5 10 37 388 22 30 359 04 14 18 16 40 76 ○ 5 11 17 376 22 42 324 04 31 -17 17 13 111 ○

6 11 23 392 23 05 353 04 53 3 17 23 91 P 6 12 06 374 23 25 319 05 16 -21 17 59 117 N

7 12 09 387 23 40 342 05 32 -5 18 06 109 7 12 53 367 * * 06 01 -17 18 45 122

8 12 56 377 * * 06 12 -4 18 49 126 N 8 00 09 311 13 39 357 06 47 -6 19 31 125

9 00 17 328 13 45 363 06 53 6 19 36 142 9 00 57 300 14 23 345 07 33 11 20 20 126

10 00 58 308 14 38 346 07 39 25 20 31 155 10 01 48 285 15 08 331 08 20 35 21 13 125

11 01 46 284 15 37 329 08 31 51 21 40 163 11 02 46 268 15 55 317 09 10 63 22 14 122

12 02 53 259 16 44 315 09 36 80 23 07 159 ◑ 12 03 56 254 16 46 302 10 08 92 23 22 114 ◑E

13 04 32 244 17 56 308 10 58 103 * * 13 05 20 250 17 43 290 11 18 118 * *

14 06 17 252 19 03 309 00 34 140 12 25 114 14 06 47 261 18 41 283 00 29 99 12 36 133

15 07 36 278 19 56 313 01 37 114 13 38 113 E 15 07 59 282 19 35 280 01 27 80 13 49 137

16 08 33 306 20 37 317 02 23 87 14 33 108 16 08 55 306 20 21 282 02 15 60 14 48 133

17 09 18 330 21 11 320 03 01 64 15 18 104 17 09 43 326 21 02 285 02 56 42 15 37 127 A

18 09 58 347 21 41 322 03 34 46 15 57 103 18 10 25 339 21 39 289 03 34 29 16 18 122

19 10 35 357 22 10 322 04 05 34 16 32 105 19 11 04 344 22 15 293 04 10 19 16 55 118

20 11 11 359 22 37 321 04 35 26 17 06 109 A● 20 11 40 344 22 50 296 04 45 14 17 30 116 S●

21 11 46 356 23 06 317 05 03 22 17 38 115 21 12 13 342 23 25 299 05 19 11 18 03 114

22 12 19 350 23 35 312 05 32 21 18 11 121 22 12 45 340 * * 05 53 9 18 37 113

23 12 52 344 * * 06 01 23 18 44 127 S 23 00 01 300 13 16 339 06 27 9 19 11 110

24 00 06 305 13 25 337 06 32 27 19 19 132 24 00 39 298 13 48 339 07 02 11 19 48 108

25 00 40 296 14 01 332 07 05 33 19 59 138 25 01 21 295 14 23 337 07 40 18 20 29 104

26 01 20 284 14 43 325 07 45 43 20 47 142 26 02 08 288 15 02 332 08 23 33 21 18 99

27 02 10 271 15 33 319 08 34 57 21 49 142 27 03 04 279 15 47 322 09 14 56 22 15 91 E

28 03 17 260 16 34 313 09 38 76 23 04 132 ◐ 28 04 13 272 16 40 310 10 16 85 23 20 78 ◐

29 04 45 258 17 41 311 10 56 91 * * 29 05 37 274 17 41 297 11 33 111 * *

30 06 17 273 18 46 315 00 18 110 12 21 99 E 30 07 04 290 18 47 290 00 28 58 12 59 127

31 08 23 313 19 50 285 01 31 36 14 20 134

この潮汐表は、海上保安庁発行「特殊書誌第７８１号 令和７年潮汐表」を引用   ※航海には使用できません。

高　潮 低　　潮

月午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後日

高　潮 低　　潮

月 日
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令和７年度 新居浜市水防協議会委員

〃 新居浜海上保安署 署長

役　　職 職　　　名

会　　長 新居浜市長

委　　員 新居浜市議会 議長

〃

〃 新居浜市議会 市民福祉委員長

新居浜市議会 市民福祉副委員長

〃 愛媛県東予地方局 建設部長

〃 新居浜警察署 署長

〃 新居浜市消防委員会 委員長

愛媛県東予地方局 鹿森ダム管理事務所長

〃 西日本電信電話 株式会社 四国支店 設備部 災害対策室長

〃 四国電力送配電 株式会社 新居浜支社長

〃 えひめ未来農業協同組合 常任理事

〃

〃

愛媛県漁業協同組合 新居浜支所

〃 新居浜建設業協同組合 理事長

〃 新居浜市管工事業協同組合 理事長

〃 新居浜市 副市長

〃 新居浜市 企画部長

〃 新居浜市 総務部長

〃 新居浜市 市民環境部長

〃 新居浜市 経済部長

〃 新居浜市 建設部長

〃 新居浜市 市民環境部 危機管理監

〃 新居浜市 上下水道局長

〃 新居浜市 消防本部 消防長

〃 新居浜市 消防団 団長
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　水防警戒本部の設置時には、次の措置をとる。

　水防警戒本部の設置については、新居浜市水防計画に定め、消防防災合同庁舎５階に置く。

水防警戒本部の設置

水 防 警 戒 本 部 設 置 要 領

１ 趣　　旨

　この要領は、新居浜市水防計画に基づく災害警戒本部設置前の「水防警戒本部」について、必要な事
項を定めるものとする。

２

３ 水防警戒本部の措置

（1）

（2）

（3）

情報の収集

水防資機材の点検整備

その他必要な事項
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国領川水位観測図を追加

水防部員及び班員出動発令者名簿を削除

河川情報センター端末機スタンダード型設置

昭 和 62 年 5 月

水防協議会設立

水防管理団体指定

水防事務を市都市計画課から消防本部警防課に移管

水防協議会委員に市下水道部長を加える

新 居 浜 市 水 防 計 画 の 沿 革

新居浜市水防条例及び水防法を追加

新居浜港潮位表を追加

水防隊名称を改める

水防工法の更新

新居浜市水防計画の沿革を追加

昭 和 62 年 6 月

昭 和 63 年 5 月

平 成 2 年 5 月

平 成 4 年 6 月

水防工法資料を削除

年別連続最大雨量を追加

平 成 3 年 6 月

昭和63年度新居浜市水防協議会委員一覧を追加

水防用土のう配置状況表を追加

台風の大きさ・強さの階級分けの変更を追加

水防に関する水防警戒本部設置要領追加

立川積算雨量計設置

水防本部編成並びに任務一覧表変更

平 成 6 年 6 月

平 成 7 年 6 月

平 成 9 年 5 月

国領川の水防警報連絡系統図を追加

気圧を表す単位がヘクトパスカル（hPa）に変更平 成 4 年 12 月

別子ダム放流連絡系統図を追加

新居浜建設業協同組合水防協力隊編成表を追加

渦井川水位観測図を追加

鹿森ダムとの覚書を追加

出水期における立川地区避難対策の見直し

台風の大きさ・強さの階級分けの変更

衛星系防災行政無線稼働

渦井川に水位観測の目印を設置

避難勧告等の判断基準を追加

避難場所及び連絡先見直し

避難勧告等の判断基準の変更

平 成 18 年 5 月

平 成 19 年 5 月

平 成 20 年 5 月

鹿森ダムとの覚書を追加

水防機関指揮系統図及び編成並びに任務一覧表を見直し

避難勧告等の判断基準の策定

平 成 17 年 5 月

平 成 17 年 9 月

避難勧告等の判断基準の変更

鹿森ダム水防連絡系統図を追加

水防法の一部改正に伴い各章の見直し平 成 28 年 5 月

新居浜市水防条例の一部改正

水防法の一部改正に伴い各章の見直し

水防法及び河川法の一部改正に伴う各章の見直し

平 成 23 年 5 月

阿島川水位観測場所の変更

避難勧告等の判断基準の変更

水防警戒本部設置要領の変更

平 成 22 年 6 月

平 成 22 年 7 月

国領川における避難判断水位及び氾濫危険水位の見直し

昭和 33年 12月 12日

昭 和 24 年 8 月 29 日

昭 和 52 年 4 月 1 日

昭 和 56 年 6 月

昭 和 57 年 5 月

昭 和 61 年 5 月

量水標の更新に伴い水位観測点の見直し

平 成 24 年 5 月

平 成 26 年 5 月

平 成 27 年 5 月

平 成 10 年 4 月

平 成 12 年 2 月

平 成 12 年 5 月

平 成 13 年 4 月

平 成 15 年 5 月

平 成 16 年 5 月
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支所班長の削除

潮位表を潮汐表に変更

避難勧告等に関するガイドラインの改定に伴い避難勧告等の判断基準に

警戒レベルを追加

令 和 元 年 5 月

避難準備情報等の名称変更

水防法の一部改正に伴い各章の見直し

平 成 29 年 5 月

平 成 30 年 5 月

避難情報発令の判断基準の変更

風水害時の活動体制の変更

新居浜市水防協議会条例を制定

渦井川水防警報河川の指定

風水害時の活動体制及び本部設置基準の変更

令 和 2 年 5 月

避難勧告等の判断基準の変更

新居浜市水防条例を廃止

水防事務を消防本部から危機管理課へ移管

令 和 元 年 7 月

令 和 2 年 3 月

令 和 2 年 4 月

河川水位観測点の追加

令 和 7 年 5 月

令 和 3 年 5 月

令 和 4 年 4 月
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 河川水位観測点  

 

 

  

ワクリエ

新居浜 
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 ダム放流時の水防連絡体制に関する覚書  

 

鹿森ダムの水防連絡体制について、鹿森ダム管理事務所（以下「管理事務所」

という）と新居浜市消防本部（以下「消防本部」という）は放流時の警戒伝達お

よび水防活動の強化を図り下流住民への連絡、避難等の万全を期すため、鹿森ダ

ム操作規則及び細則等によるほか、下記のとおり覚書を交換する。  

 

記 

 

１ 管理事務所と消防本部は、異常な降雨や放流等の時は情報連絡を密にし、早

期に下流住民の安全対策が図られるよう、互いに協力する。  

 

２ 管理事務所から消防本部への情報連絡は次のいずれかに該当する場合とす

る。 
 

① 放流開始時、放流量の増加時（放流量 100 ㎥／Ｓ以上）及び放流停止時。 

② 河又及びダムの雨量観測所のいずれかで時間雨量 50 ミリに達した時。 

③ ダムの放流量が 200 ㎥／Ｓに達した時。 

④ ただし書き操作へ移行した時。 

⑤ その他、異常な放流事態発生等の恐れが有る場合。  

 

３ 管理事務所は、ただし書き操作時は警報サイレンを吹鳴する。  

 

４ 管理事務所は、下流住民への警戒、避難等の周知のため、消防本部から要請

があった場合は、放送設備の使用を認める。 

 

５ 消防本部は、管理事務所からの情報連絡により、必要に応じ管理事務所に職

員を派遣し情報収集にあたるとともに、次の対策をとる。  
 

① 立川地区については、出水期における立川地区避難対策に基づき対応

する。 

② 立川地区以外の下流地域は、市水防計画に基づき対応する。  

 

平成 12 年５月 16 日 

 

愛媛県 西条地方局 

鹿森ダム管理事務所 
 

 所 長  大河内 順 一 

 

新居浜市消防本部 
 

 消防長  小 林 史 典 
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        （ 別表第５ ） 令和７年度　　新居浜建設業協同組合水防協力隊編成表及び大規模災害発生緊急出動表

顧    問　（株）堀江建設工業所
顧　　問 米谷建設(株)
相 談 役　（有）松木土木
相 談 役　（株）文殊建設

資材・樋門担当

（株）白石工務店 （株）一宮工務店 （株）秋月開発 （株）伊藤建設 （有）一優興業 （株）伊藤建設 （株）一宮工務店 （株）秋月開発

（株）東新建設 （株）大竹組 （有）一優興業 （株）渦井建設 （株）渦井建設 香川建設（株） 協和建設（株） （株）大原組

（有）藤沢土建 香川建設（株） （株）大原組 （有）鎌森組 （株）大竹組 （株）菅工務店 薦田建設（株） 梶本建設工業（株）

（株）髙橋基礎工業 協和建設（株） 梶本建設工業（株） 河端建設（株） 河端建設（株） （株）塩見組 （株）シゲタ （株）河端組

（有）守谷建設 （株）シゲタ （株）河端組 （株）菅工務店 （株）髙橋工務店 白石建設工業（株） 新和建設（株） （有）鎌森組

（株）文殊建設 白石建設工業（株） （有）関西建設 （株）神野工務店 （有）四国工務店 （株）東新建設 （株）竹内組 （有）関西建設

（株）横井産業 （株）髙橋工務店 薦田建設（株） （株）竹内組 （株）髙橋基礎工業 広田建設（株） 田坂建設（株） （株）白石工務店

（株）垂水工務店 （株）塩見組 （株）野々下建設 （株）直野組 （有）藤沢土建 （株）田坂産業 （株）神野工務店

（株）新居浜建設 （有）四国工務店 （有）ヒカリ開発 （株）野々下建設 （株）垂水工務店 （有）大一建設

広田建設（株） 新和建設（株） （有）松木土木 （株）森賀建設 （有）三宅組 天領（株） （株）新居浜建設

田坂建設（株） （有）三宅組 （株）文殊建設 （有）守谷建設 （有）ヒカリ開発

米谷建設（株） （株）田坂産業 （株）森賀建設 （有）古川建設工業 米谷建設（株）

（有）大一建設 （有）古川工業

天領（株）

（株）直野組

（有）古川建設工業

（有）古川工業

― 81・82 ―

43-5929

40-5551

40-3351

41-2737

33-6363

47-7308 40-5551

47-8650

（株）横井産業

33-6363 40-6212 41-6610 45-0266 43-5929

34-3222 41-7371 43-5719 45-0047 45-1278 41-1607

33-3303
（株）堀江建設工業所 （有）松木土木

32-2982 47-7308

33-5541 40-0077 41-1607 41-6610 43-5719 40-3351

40-6212 43-7249
（株）堀江建設工業所

33-3303 40-3139 47-8650 41-5526 34-3222

33-5541 41-7371 46-2275

32-2982 41-6231 41-5526 41-2737 32-3656

45-0078 66-9223 66-9216

45-0266 33-2800 41-7079 66-9223 47-7310

33-4812 40-0077 44-5517

45-0047 33-4812 66-9216 43-7249 40-3139

41-6231 33-8181 41-6446

45-1278 33-8181 41-6446 41-6803 33-2800

41-6803 41-7079 41-7880

47-7310 33-1358 41-7880 41-7051 41-7051

32-9029 33-1358 41-9674

32-3656 32-9029 41-9674 44-5517 33-3222

41-7500 33-4165 41-1490

45-0078 33-3222 44-6653 44-7233 44-7233

33-6363

46-2275 33-4165 41-1490 41-7500 44-6653

（有）古川建設工業 米谷建設（株）

45-0266 33-4812 41-6446 43-7249 41-6610 45-0078 43-5929

車輌隊長 パトロール隊長

（株）横井産業 白石建設工業(株) （株）河端組 （株）神野工務店 (株)森賀建設 （株）東新建設

川東地区隊長 川西地区隊長
上部東別子山

地区隊長
上部西地区隊長 資材隊長 樋門隊長

副本部長 香川建設(株) ３２－９０２９ 川東・川西・上部地区担当

副本部長 薦田建設(株) ４１－７０７９ 車両・パトロール担当

新居浜建設業協同組合
本部詰

４４－７２３３ ４５－００４７

副本部長 （株）大竹組 ３３－３２２２

本部長     （株）白石工務店 　
　　　４６－２２７５

災害警戒本部詰 （株）渦井建設 （株）文殊建設


